
水戸藩天保の検地とその意義

大　石　慎三郎

1弊風改革と郡制改革

　経界を正す（田畑の台帳と実際の保有状況

とが，大きくくいちがっているので，それを

正して租税の不公平をなくし，同時に藩財政

を安定化する）手段としての検地が必要であ

ることは，すでに寛政・文化・文政期にみら

れた多くの農政論で強調されており1），また

藤田幽谷も文化9年（1812）に農村救済のた

めに領内総検地を強く主張している2）が，そ

の具体化については徳川斉昭の登場までもち

こされた。

　文政12年（1829）10月17日に就封した徳川

斉昭は翌18日に民政に関する弊風革新の方針

を老臣たちに示している3）。それは，（1）三雑

石切返しの法を廃止する，②砕代を廃止する，

（3）殺生運の廃止（但しこれは喪中という意味

であるから当年かぎり），（4鷹場以外の村々

に一率に課していた殺生に関する高掛物の廃

止，の4ケ条である。この場合どれをとって

みてもそれを実施すると水戸藩にとっては藩

庫の収入にかなりの打撃をあたえるものであ

るが，斉昭は「一度は藩の損になっても，そ

の結果農民が肥えれば，まわりまわって藩の

益にもなることであるから実施したい」とい

っている。これは「財散則民集＃上（領主）

が財を散ずれば，民はそれをしたって集って

くるものである」の論理であるが，当時民を

集め肥やすためには抜本策であると考えられ

ていた経界を正すこと一検地による負担の公

平化については，一言もふれていない。
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　〔補註〕

　　三雑穀切返しの法というのは水戸藩独自の畑

　租徴収法である。元来畑租はそこでとれる雑穀

　を米に換算し，それに見合う額の金を納める

　　（代金納）が一般であるが，水戸藩では正保年

　間（正保元は1644）から三雑穀切返しの法をと

　った。それは畑百石につき大豆5石，稗3石，

　荏1石2斗の割合で藩側が元値段で買上げ，そ

　れを農民に預けた形にしておいて，収納時に2

　割の延を掛けるといって，5石を6石，3石を

　3石6斗，1石2斗を1石4斗4升と増額し，

　それを農民に売付値段で売ったことにして，そ

　の差額を納入させるという方法である。元値段

　は売付値段より安くしてあり，そのうえ2割の

　延があるので藩側は労せずして儲けられるとい

　う狡猜な税法で，水戸藩の悪税の最高のものと

　されていた。

　　砕代というのは，水戸藩では年貢米の一部を

　玄米でなく籾で納めさせていたが，籾で収める

　と玄米にする（籾摺をする）過程で出る砕米が

　出なくてすむから，というので，籾納の場合は

　それに見合うものを砕代と呼んで別に収納して

　いたものである。

　　（4）は鷹場に指定されて禁猟になっている村以

　外の村々については，鳥獣や魚などがとれるだ

　ろうというので，実際の猟の有無その多少に

　かかわらず，村の高100石に金一分の割合で役

　収していた。

　では斉昭はこの段階では検地のことを考え

ていなかったのかというとそうではなく，そ

の必要を痛感していたが，なんといっても検

地は大事中の大事，また難事中の難事でもあ

るので，よほど慎重にやらねば，とりかえし

のつかぬことになるので，充分な準備と適当



な機会を見てと心中深く考えていたろうこと

はその後の行動からみても明らかである。

　斉昭がまず実施したのは改革（検地を最終

目標とする）実施の体制づくりとしての人事

の刷新と機構の改革であった。

　斉昭は就封するや弊風改革の一環として水

戸藩士のうち江戸者（江戸詰）と水戸者（在

国）との問にある不均衡を平均することを方

針としてうち出しているが，文政12年12月14

日には先代の老職たち，すなわち水戸執政の

一赤林重興，江戸執政榊原照昌・岡崎朝郷を罷

免，そのあとに大寄合頭の岡部以徳，大番頭

の野中重同，参政の朝比奈泰然，同中村淑穆

をあて，また小普請触頭の酒井喜昌を勘定奉

行に，小普請組の戸田忠敵を江戸通事に抜擢

して，斉昭政権の中心部分をかためている。

この処置は江戸通事の関信正，江戸の勝手勤

の大久保秀房を就封同時に厳罰に処して，そ

の上司の重興・照昌・朝郷らが自発的に引退

するのを期待していたが，一向にそのことが

なかったので斉昭の方から首脳部刷新という

形でおこなわれたことであった4）。

　斉昭は就封早々前記のように弊風刷新の案

をつくって老臣に示したが，それがすぐ実行

されるような情況になかったので，彼は一歩

さがって郡制改正から手をつけようと，翌天

保元年（1830）3月に藩の執政たちにその検

討を命じたが，執政たちは徒らに旧習に拘泥

して事を進めようとしなかったので，このう

えは民政担当の要にあたる郡奉行（郡宰とも

いう）に人材をすえるほかはないと考え，同

年4月それまでの郡奉行全員を転出させ，新

たに改革派の人材友部好正・田丸直諒・山口

正徳・川瀬教徳・吉成信貞・会沢安・藤田彪

を登用し，彼らに改革の素案の検討を命じ
た5）。

　これをうけて新任の郡宰たちは同年5月斉

1昭に建議書を提出し，斉昭直々に藩地に来て

（就藩）改革推進の中心になることを要望す

るとともに，改革の問題点をのべ，その一つ
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として経界改正（検地の実施）の必要を述べ

ている。このとき検地施行の必要性を述べ，

その断行をもっとも強く主張したのは川瀬教

徳であったといわれる。

　これにたいして斉昭は伺年6月4日に「経

界改正（検地施行）は．自分も全く同感だが，

急々にはできることとは偲えない。いずれそ

のことについては相談のうえで充分話も聞く

が，とりあえず自分の考えを簡単にのべてお

く」として検地即時実施には同意しがたいこ

とを郡奉行たちに書き送っている。このなか

で斉昭がいっているのは，ここで経界を正す

ために検地を実施すると，多分窮民は喜ぶだ

ろうが，富民はどうであろうか。それに内々

に田畑を売っている貧民たちも，かならずし

も喜ぶだけとはかぎらないので，事を急いで

万一民心を失うようなことがあると，それこ

そ大変であるので，よくよく事を見極めてで

なければ検地には手を出せない，というので

ある。

　この斉昭の検地実施時機尚早論はかならず

しも説得的でないが，そのことは逆に，この

段階ではまだ斉昭の胸中には，検地施行とい

うことが全然ないではないが，それは大分先

のことで，今はその前提としての体制づくり

が急務だという不動の信念のようなものがあ

ったことを感じさせる。

　天保元年9月14日には．，領民に綿服を着用

すべきことを命じ，斉昭みずから範を示した

（なお服制細則は天保2年4月8日発布）。ま

た同元年10月13日には藩吏の70歳以上のも・の

をしりぞけ，壮者を登用する定年制を実施し

ている。しかしこの定年制の施行も，斉昭は

60歳以上をそれにあてたかったのだが，反対

が強く衆議の結果原案から後退して70歳以上

ということになったのである。

　これよりさき新任の郡奉行たちに改革の素

案を検討させたときに，郡制改革が必要だと

の意見があり，それを最も強く主張したのは

検地についてと同様，川瀬教徳であった。
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　水戸藩の郡制は郡奉行と代官の二本建でお

こない，郡奉行が農政一般，代官が蔵入地の

年貢収納事務をおこなうという体制になって

いた。しかし二本建ではどうしても円滑・公

平を欠くことが多かった。寛政11年（1799）

・に四郡奉行と五代官制をとっていたのを廃止

して郡奉行一本とした。そして今迄の郡奉行

4人のほかに廃止した代官のかわりに2人の

郡奉行を追加，都合6人の郡奉行で農政全般

を担当することとした。この郡奉行数は享和

2年（1802）に11郡11人制に改言丁されその後も

敏訂があって，天保ころは7郡7人制となっ

ていた。

　寛政11年までは郡奉行（もちろん代官も）

｝は城下にいて，必要なときに任地に出掛ける

という体制であったので，農村の実情にくら

いものが多かった。この点を考えて，郡奉行

は任地に常駐したほうがよいという意見が強

くなっていたので，代官を廃止して郡奉行一

本にふみきった翌年の寛政12年から，順次郡

奉行土着制を実行にうつし，享和2年に完成

した6）。しかし郡奉行が任地に常駐して親し

く農民の労苦に接するということは大変結構

だが，逆に農民たちが役人に押れてしまって，

これを恐れなくなり，そのうえ郡奉行の会合

をしようにも任地が異なるので，集って話し

会う機会も年1，2回にすぎなくなり，いき

．おい郡毎に民政の方針・内容に異同があると

いう不都合も生じてきた。そのため昔のよう

に郡奉行の役所を城下に移し，7郡あるのを

4郡に統合した方が，より充実した政治がで

きる，というのがこのときでてきた郡制改革

論の論拠であった。たしかに水戸藩の天保改

革のように農政上に思いきった改革を行なお

うと企図する場合，その直接の担当官である

郡奉行が藩の首脳部と，また相互にたえず密

接な連絡をとれるようにしておくことは是非

必要なことであった。

　斉昭もそのことを感じていたらしく同天保

元年7月に至って郡奉行たちに，この際郡制

改革を断行して，郡宰の城下町駐在制と4郡

制を採用すべきか，また旧来のままでおくべ

きかどうかについて，その利害得失を充分検

討してその結果を答申するよう命じた。答申

は同年7月16日付で提出されるが7ケ条より

なりそれは改革を良しとするものであった。

　この答申に力を得た斉昭は郡奉行7名のう

ち友部好正・山口正徳・田丸直諒の3人を同

年7月23日に，また残りの4人，川瀬教徳・

会沢安・藤田彪・吉成信貞を約3ケ月おくれ

の同年10月21日に江戸藩邸に招いて，郡制を

はじめ民政について直々に討論している。こ

の郡宰の招致は郡制改革実施への最後のつめ

であるが，これでほぼ準備工作は終わったと

見た斉昭は同年11月13日付の郡制改革の布達

案をつくり藩執政にその実施を命じている。

そもそも藩の執政たちは，この改革にははじ

めからあまり賛成でなかったようであるが，

斉昭の強い態度におされ，翌天保2年正月11

日に郡制改革を発令した。新たに郡奉行に任

じられたものと，その担当の郡制はつぎのよ

うである7）。

郡奉行 担当部
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川瀬教徳

藤田　彪

吉成信貞

石河幹忠

南

太田（北）

松岡（東）

武茂（西）

　なお郡の下に（）を入れて記入したのは，

天保11年9月に改正になった郡名である。さ

てこれを見て一つ注意すべきは，先に斉昭が

郡制改革について江戸藩邸に7人の郡奉行を

招致したとき，日をかえて3人と4人の二組

に分けたが，先に召致された3人が郡奉行か

らはずされ，後に召致された4人のうち会沢

安を除く全員が留任していることである。但

し，このとき郡奉行をはずされた者は，必ず

しも左遷されたわけでなく，栄転と見られる

ものが多い。なおこの時郡奉行からはずされ

た3人は立原（翠軒）派，残った方は藤田（幽



谷）派，また前者は保守派，後者は改革派と

考えられるので，この郡制改革は，経界改正

（検地施行）という大目標に至るための予備

的機構改革であると同時に，また人的配置の

改革でもあったということができる。

1）藤田幽谷「勧農或問」，平山貞「鳩民遽言」

　など。

2）藤田幽谷「壬申封事」

3）　「水戸藩史料」別記巻7「弊風の革新」

4）同前

5）　「水戸藩史料」別記巻7「民政改良の発端」

6）「水戸市史」中巻（2）「郡制の改革」

7）　「水戸藩史料」別記巻7「民政改良の発端」

2　検地施行をめぐる抗争と改革

　派の勝利

　この郡制改革で検地実施の体制は4まぽ整っ

たとみてよいのだが，改革派が改革への地歩

を固めるのに対応するかのように，反対派

（保守派）の抵抗もまた強まったようである。

すなわち郡制改革で郡奉行を止めて調役に転

進していた立原派の友部好正らは，執政岡部

以徳を擁して公然と改革反対の立場にたち，

天保2年10月29日には水戸調役であった会沢

安（改革派）を史館総裁の職に左遷するなど，

人事面でも強い攻勢に出た。

　これにたいし川瀬教徳・藤田彪ら郡奉行全

員は会沢安の復職と執政岡部以徳の罷免を要

求して結束し，その要求が容れられなければ

郡奉行を総辞職すると斉昭に迫った。斉昭は

色々慰撫に力をつくすが仲々うまくゆかず，

結局天保3年11月16日に改革派の中心人物で

郡奉行である川瀬教徳を京都の順姫付の用人

に左遷，また同時に執政岡部以徳はその願を

容れたという形で退隠させた。喧嘩両成敗と

いうことであろうが，検地実施論の中心人物

川瀬教徳を失った改革派の打撃の方が大きか

ったといえよう8）。

　こんな内部抗争が続いていたため，郡制改

革以降検地までは天保2年3月に飢饒に備え

て稗6万俵を貯穀（従来のものが20余万俵あ

ったので都合30万俵に近いものとなる。なお

天保5年段階の貯穀量は稗，籾，粟，黍など

の雑穀を合せて39万4，717俵となっている9））

したこと，同7月に完成した水神川淡喋工事，

それに同4年8月20日の育子分家法実施のほ

かは，見るべき民政がない。

　以上のように検地の施行は容易でなかった

が，天保7年のいわゆる天保大飢饒によって，

ただでさえ疲弊している農村はほとんど潰滅

的打撃をうけ，何か非常の手段に訴えなかっ

たら救いようがないことが誰の目にも明らか

になった。いま水戸藩領の被害状況を数字で

あらわすと第1表のようになる。田は皆無作

が約85％，畑でも約55％，田畑合せると実に

第　1　表

「 皆 無 中 傷 小 傷 合 計

田
　　石
132326，335

（84．99％）

　　石
23351，706

（14．99％）

　　石
155678，041

　（100％）

畑
　　石
97903，447

（54．99％）

　　石
44501，567

（24．99％）

　　石
35601，253

（19．99％）

　　石
178006，267

　（100％）

合
計

　　　　　石

Q30229，782

i68．99％）

　　　　石

U7853，273

i20，33％）

　　　　石

R5601，253

i10．66％）

　　　　　石

R33684，308

@　　（100％）
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69％ほどもが，作物が全然とれなかった皆無

作で少しの損害ですんだところは田にはなく，

畑で20％ほどにすぎぬ。また一方これほどの

大飢餓でありながら，水戸藩は貯穀政策など

に力を入れていたため，領内から1人の飢人

も出さなかったので，農民は藩に大変信頼を

おくようになったこと，など検地を実施する

外的条件は急速に好転しつつあった。

　この機会をとらえて検地を強行したいと考

えた藩主斉昭は同7年8月郡宰鈴木庄蔵と海

野泉蔵とを招き自らも色々その意見を聞き，

さらに執政渡辺半介に強くすすめ指示して

（渡辺には郡宰などの意見を聞く気は毛頭な

かった），執政部屋へ執政・御側御用人・調

役など藩政首脳部を集め，斉昭も出座し，そ

こに鈴木・海野両郡宰を呼んで農政を論じた。

その席で「我藩の産物にはどんなものがある

か」などのんびりした質問をしている藩主脳

部の態度にすっかり腹をたてた斉昭は，「そ

んな話は，何時でもできる。もっとも大切な

経界を正す（そのため検地を施行する）とい

う問題について論じたい」として，fこれま

でも検地を施行することは良いことであるが，

今はまだその時機でないという論議だけがく

りかえされているが，それでは世の中が一度

戦国時代のようになり，それが治った時でな

いと出来ぬということになる。どんなにむず

かしいことでも，やって出来ぬことはないの

で，結果は検地などしようという気持がない

から，まだその時期でないなどという意見が

あるのだと自分は思う。その点どうであろう

か」と質問した。

　これに対して郡奉行の鈴木庄蔵の方は「い

くら農民のためなどといって，色々なことを

いったりしたりしても，経界を正さないうち

は，いわばうわべ事を言ったりしたりしてい

るにすぎない。領主がそう思われている以上

は，やって出来ぬことは全くありません」と

斉昭の検地施行論に賛成の意見をのべた。こ

れにたいし海野泉蔵の方は「たしかに検地は
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良いことですが，容易なことでできることで

ないので，よくよく熟慮し慎重を期してほし

い」と反対論をとなえ，執政たちが異口同音

にこれに賛成して，当分施行を見合せるよう

にと主張した。この時改革論者の中心人物で

ある藤田東湖も熟慮，慎重論をのべている。

このように殆どの意見が検地については，

姑息な慎重論であったので，くさった藩主斉

昭は，さっさと奥へひっこんでしまった10「。

　このように会合そのものはすこぶる失望的

なものであったが，これを機会に藩の救荒措

置が成功して，農民の藩への信頼が深くなっ

ていたという背景もあって，時機を失わずに

検地を施行すべきだという意見が段々勢をも

ちはじめた。このようななかで検地施行反対

論をのべていた藤田東湖も，段々と即刻施行

論にかわっていったらしく，翌8年8月18日

付の郡奉行吉成信貞（彼は強い検地施行論者

であった）宛の手紙では，検地施行の細部に

も立入った意見を述べ，「来年春にはきっと

検地が施行できるよう，自分は仕度工夫をし

ているので安心するように」と藩首脳の意見

を検地にもってゆくことを約束している。

　丁度こんな情況であったときに，一時左遷

されていた改革（検地も含めての）の指導的

推進論者であった川瀬教徳が九州より帰って

きた（同年9月）ので，検地施行論者はます

ます勢力をましてきた。しかし一方藩執政た

ちはまだ賛成論にきりかえたわけでもなく，

なかんずく側用人の小宮山昌秀は反対論を主

張してゆずらなかった。ただしこの小宮山の

検地反対は，必ずしもただの保守主義から出

たものではなく，軽率に検地に手をだして農

民の反対一揆でも誘発したらもとも子もなく

なるという理由からであった。しかし今が，

決断の時と判断した斉昭は検地断行を決意し

その旨を川瀬教徳と小宮山昌秀に手書を送っ

ている。そのなかで斉昭は「検地を行って農

民負担を平均にすることを彼是騒ぎたてる百

姓があれば騒ぐがよかろう。そんな輩は必ず



裕福な百姓にきまっており，たかが知れてい

るので，20人か30人ばかり首をはねてやるつ

もりだ」と言っている。斉昭は検地は貧困百

姓には得であるので一部富農が騒いでもそれ

に小百姓まで同調して一揆という最悪事態に

はなるまいとふんでいたようである11）。

　以上のように藩主斉昭が強い決意を示した

ので，反対論や消極論もようやく弱くなり，

検地実施の準備が段々と進みはじめた。丁度

こんなときに検地施行の主唱者であり指導者

でもあった川瀬教徳が病気になり，天保9年

5月2日に死亡したので，若干の動揺もあっ

たが，藤田彪と吉成信貞が中心になり，斉昭

を援けて事をすすめた。

　同9年11月14日，それまで検地を反対しつ

づけていた郡奉行海野順を外転させ，翌15日

に郡奉行たちに命じて検地実施に係る諸事

（日程，費用など）の調査を命じ，12月18日

執成中村淑穆を検地総司に，参政今井惟典，

側用人藤田彪らを検地掛に任命，これで検地

実施の藩側の体制は一応整ったわけである。

　明けて天保10年の正月12日にさきに命じて

おいた検地実施に係る諸事調査ができ，その

報告書が提出された。それは「土地方御改正

二付諸入用大図」という12）。

　水戸藩の検地は，①村下組，②内調，

③縄入，の三段階を経て実施されるのだが，

①の村下組とは，庄屋1人，組頭3人，老農

4人（小前達がこの人なら信頼できるとして

選出した者），歩行4人，定使1人，茶番1

人の計14人の構成で，村側だけで村内の土地

の評価をすること，②の内調とは村下組が正

しいかどうかを藩側で調べることで，縄頭1

人，手代1人，郷役人（村役人の代表として

選出されたもの）1人，内夫2人，合計5人

が，1組になっておこなう。③の縄打はもち

ろん検地縄入であるが，縄頭上下2人，手代

2人，郷役人1人，竿取4人，内夫3人の合

計12人が1組になっておこなう。

　さてこのような手続を経ての日程であるが
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先述の「土地方御改正二付諸入用大図」による

と，水戸藩領の当時の総石高は42万石である

ので，村下組は1日50石宛の作業容量として

8，400日分の作業，内調は1日100石宛で4，200

日分，縄入も同様4，　200日分であって，合計

1万6，800日分の作業量と見積られている。

なお村下組の作業を行う時期としては，1月

11日より始めて，2月，3月，7月，8月，

10月，11月と12月10日までの締日数210日分

があてられているが，うち30日雨天があると

して正味180日が見積られている。また縄打

については，正月12日よりはじめ2月，3月，

9月，10月，11月と12月10日までの締日数約

180日分があてられているが，これもうち30

日が雨天として正味150日が1年間の実働日

数と見積られている。

　こんなわけで検地は村下組にとりかかって

から縄入れが終るまで3ケ年の歳月が予定さ

れており，また諸経費も合せて1万3，799両

1分が入用と計算されている。1ケ村宛の検

地総経費は23．8両余，1万石当り328．5両と

いう計算になる。

　さてこれで万事の話が終ったので同天保10

年4月4日に勝手掛老中水野越前守忠邦を通

して幕府に対して検地実施の許可を願い出，

同20日認可を得た。その関係文書は以下のご

とくである。

水戸殿領分寛永之度，土地方被相改候処，

追年未熟，小民とも別而立行相成兼候趣相

聞候二付，此上衰弊相募不申様被致度，夫

々役人共へ懸り被申付，領中田畠段別為相

糾候積り二御座候，此段申達候様被申付候

御領分田畠段別之義，御先格茂有之候上ハ，

御勝手次第之事二而，勿論他領地境等之場

所，異論無之，都而人気不立様勘弁いたし

可取扱旨，掛り役人江御申付被成候様可被

申上事
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8）「水戸藩史料」別記巻18「検田　上」

9）　「水戸藩史料」別記7「民政改良の発端」

10）　「水戸藩史料」別記巻18「検田　上」

11）同前

ユ2）同前

3　木障切法の改訂と検地条目の

　制定

　木障切とはコザギリと読んで，木や藪が他

の障りになる場合，これを切り取ることをい

うが，田畑の周辺の木や藪は日影をつくって

作物の育成を妨げるので，とくに問題であっ

た。水戸藩では天保2年3月に表通りに面し

た竹木は．往来の妨げになるので一律に1間ほ

ど内に切りこみ，また相互に障りになるよう

なものがあれば話し合って伐り払うことを命

じているっ

　しかしこの程度の規定では全領検地を行な

うには曖昧な点が多すぎるので，天保10年2

月7日，詳細な木障切法を定めて来るべき検

tete備えた。それによると藩有林（山），寺社

山，侍持山，百姓持山いずれを問わず木障に

なる場合の共通の規定として

　一．山岨の田畑の木障は東南西は20間まで，

　　北は10間まで。

　一．平地の田畑の木障は東南西は4～5間

　　まで，北は2～3間まで。

　一．往還道の木障は3間。

　一．往来へついている居藪は1～2間っ

　一．居藪が茂って田畑の木障になっている

　　ものは東南西2～3間。

と定めている。但し条件によりこの規定より

は若干の用捨もあり得るがそれは4郡で申し

合わせて甲乙なく実施するようにとしている。

なおこの指示にもとついて木障切の具体的事

情に対応する処置のしかたは，2ケ月ほどお

くれて制定された検地条目のなかにくみ入れ

られ，また一一ec論は田畑木障引と田畑蔭引と

に分けて，条目末尾に加えられている13）。

　さて同天保10年4月29日に検地実施の具体
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的な拠処を示した検地条目が制定発布され

る。この時の検地条目は全部で74ケ条からな

っていたと考えられるが，これはまだ完成し

たものではなく，その後補訂したり追加した

りして段々と実際の検地施行に用いられたも

のに整えられてゆく。

　たとえば水戸藩の天保の検地のもっとも特
　　　　　ぐ徴点とされるところは，④従来上・中・下

・下々の4段階に分けられていた田畑位付を

上・上下・中・下・下々の5段階にしたこと，

＠検地竿の1間の長さを6尺5寸としたこ

と（寛永検地は6尺竿），の百姓の屋敷地は

1軒につき2畝歩まで年貢免除とすること，

などであるが，4月29日の検地条目には，従

来は田畑位付は4段階であったのを，その下

に1段階を加えて5段階にすることは規定し

ているが，新設段階を上と中との間に上下田

（畑）という位とし，石盛の方は先の中田（畑）

を上下田（畑），先の下田（畑）を中田（畑），先

の下々田（畑）を下田（畑）というよ脅こ，中田

以下を一段くりあげることで処理すること，

また検地竿の長さを6尺1歩とする（これは

幕府の検地条目に敬意を表してこの表現を用

いたので，実際は6尺5寸とした）こと，お

よび百姓屋敷の年貢を1軒につき2畝歩まで

免除する規定の箇条は入っていない。これら

の箇条はその後段々と制定追加されていった

わけである。このようにして段々追加補訂整

備されて実際の検地に用いられたものと思わ

れる「土地方御正二付御条目井申合箇条増補」

を見ると，検地条目の部分が93ケ条と「此部御

条目申合書之外二記置可申候」と註記した増

補の部分が41ケ条となっている。いまこのな

かの検地条目の部分を参考までに記しておく

とつぎのようになる。各箇条の始まりを示す，

一のうえに（1）〔2〕といったような番号をふっ

ているが，〔1〕というように〔〕でかこんだ

数字は天保10年4月29日に制定された検地条

目のケ条番号を示すものであり，（1）というよ

うに（）でかこんだものはその後追加補訂



されて最終段階の条目における箇条番号を示

すものである。第17条までは両者同様である

が，それ以降は追加箇条や，場所の入替えな

どが段々と目立つようになっている14）。

此度土地方御正二相成候儀ハ，御領中村々

田畠甚不平二有之，小民別而難儀之趣二付，

荒地畝詰田畠成替，其外逐一吟味之上，有

畝歩正敷打立位付取箇其実二当り候様相定，

一体二御仁政ヲ蒙り候様にとの御主意二而候

条，百姓壱人之所務減過いたし候共，一村

之上＝’nti幸不幸無之，一村之石高等致減過

候とも，御領中之上二而不平無之様，取調

候儀可為肝要事

lB－．御縄奉行江御郡方勤等井郷役人竿取

　致附属，右ヲー組と相定，御領中廿四組

　二而，四郡村々取調候事二候条，存意之趣

　兼而厚ク相談いたし，心得振等区々二不

　相成牒，精々可被申合事，

紹一．位付之儀ハ後世迄其村之盛衰二拘，至

　禰大切之事二候間，何分念入相極可申候，

　尤其土地之肥瘡作徳之多少等ハ，其地二

　成長之もの得と相弁居候筋故，先ッ村方

　二tU下組いたさせ其上に而罷出，得と致吟

　味之，実ヲ失ひ不申候様内調可致事，

1駐一．其村江臨境目等迄相廻り，地味之善

　悪用水之懸引早損水損日請之模様，秣場

　等一村之大体，得と致見分置候儀，肝要

　之事，

lB－，土地之位ハ自然と極可致事二候間，

　寛永之位付容易二動シがたき儀二候得と

　も，民居之配り合，家数之減過，用水之

　掛引等二より，地味変化之場ハ当分之所ワ

　以位付可致候，尤川付之外ハ地味掛り隔

　之相違ハ無之事と相見，荒地多分之村方

　二蒲も，麓土地之場β致荒廃，上中之土

　地ニハ変化も少キ事二候条，先御図帳之

　田畠屋敷惣町歩，上中下之位と，今度下

　組之町歩位付廃地新開等，勘考之上位付

　可敷事，

葡6

1駐一．下組之位付石高等相応二相見候共，

　実地江鷹ミ位不相応之場ハ見分之位付い

　たし候儀勿論二候得とも，一村切之上中

　下二候間，村立之模様地勢等得と勘考之

　上，位付可相直事，

1ε｝一，一村新田，或ハ往元新田より本郷二

　改候村方ハ，田畠とも上中之位付無之，

　其外先御検地位負又ハ位付低キ村方ハ，

　当分之村立勘考之上，地味相当之位付可

　致事，

S3－．田畑之位付ハ，土地之善悪二より相

　定候儀勿論二候へとも，乍去盛成村方ハ

　上かと思候所ハ上二いたし，中か下かと

　思候所ハ中二致シ，又衰候村方ハ上か中か

　と思候所ハ中sいたし，中か下かと思候

　所ハ下二致し可然事，

！ll－．田畠共，人家最寄ハ先規之通先ヅ上

　ノ位たるべし，都而居所6田畠江之遠近

　可有勘弁事，

f．9－．人家最寄之田：畠ハ，先ッハ上之位た

　るへく候所，田方ハ用水専用之事二候間，

　用水不足之場，或ハ地窪二而悪水湛候場，，

　畠方も至極之鹿土地場ハ，位付其地味に

　より候へ共上か中かと思所ハ上之位，中

　か下かと思所ハ中之位付二而可然，手遠

　之田畠ハ，上か中かと思所ハ中之位付，

　中か下かとおもふ所は下之位二而可然事，

　　但，居村之人家6手遠二候共，他村之

　　　人家江続候田畠，其外隣村地続之田

　　　畠ハ，双方格別之甲乙無之様可懇酌

　　　候，

El81－一．田方ハ用水を元二いたし先ッハ江際ヲ

　上二取候所，土地之模様により却而江際

　ハ冷水懸り作毛生立不宜，又ハ江際ハ水

　掛リ宜候共末之方水廻り不宜，畠方之儀

　も地下り之土地二St上之方ハ地浅，下タ之

　方ハ地深，田畠共一枚之内二も地味格別二

　高下有之，大筆之分ハ境を立位付内訳二

　いたし可然事，

811－．川付等出水之度毎ごみ置。惣而後々地
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　　味可相直と見込候地面ハ，地味之盛衰得

　　と相考位付可致事，

El－．川付不定地，又ハ原野付等不毛同様

　　之地二而，御高入に難相成場ハ，見取二可

　　致事，

S§1－．海川等産業有之村方ハ，農業疎略二

　　候故，惣而作毛悪敷ものに候問，地味二

　　随ひ位付可致事，

＆名一．小筆之島畠ハ大方バー位下ルべく候

　得共，大筆之島畠ハ土地相応之位付可致

　事，

agl－一一一　．片岨等之畠間に空地之場へ楮釣蕩等

　植候地面，幅一間以上ハ地味二随ひ位付

　いたし，畠二改可申，壱間二不足之分ハ

　見捨之事，

8亀一．困窮人持分ハ良地二補も地味悪く見

　へ，相応人持分ハ廉土地二mも地味能見ゆ

　　るもの二候間，兎角二並ひし地見合位付

　可致事，

843－一．水損旱損之申立有之候とも，土地之

　模様，地味之厚薄，得と勘考之上位付可

　致事，

（18L．田畠共村々6目抜之良地ハ，字付帳

　へ斗り其意味可記事，

1叢一．田畠共往元之位6追々変革有之，此

　度改候上ニハ何れ之位二も動シ易キ場所

　可有之候，右様之分ハ野帳へ其訳記置可

　申事，

　　但，位付＝限らす意味有之分ハ野帳へ

　　　可記置事，

！揚一．位付石盛之儀，是迄四段之御定二有

　之，取箇之儀往元一村一取二候処，此度

　別段之儀ヲ以右四段之下タ江位付一段御増，

　田ハ五斗畑ハ弐斗之分米二御定，取箇之

　儀も一村三段迄ハ申付不苦候，乍併右様

　重々御憐懸被遊候上ハ，御仁恵二狙不申，

　山間入谷津，又ハ原野付等，全ク廉土地

　之場所等二限リ，新位下取二可申付候事，

翻一．田畠廉訳之儀ハ，たとヘハ台圷山入

　離坪之類，平場之内二も大郷杯原野二付深
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　田等s雨至而廉土地之類，地味格別相違之

　場ハ道筋江川畷境とか見切ヲ立引分ケ，

　尤山郷等之内東之谷津も西之谷津も地味

　同様5侯ハ・，同取二組入，平場二而も南

　之原付も北之野端も地味同様；候ハ・同

　取二組入，其外一纒宛地味高下有之，無

　余義別廉二引分不申候而ハ不椙成候類ハ，

　何ケ所二而も見切ヲ立，地味同様之廉へ組

　入可申候，併田畠共位五段二被仰出，位

　違畝反之延縮ハ御改二相成候閲，先ツハ

　台圷離坪之類，地勢相違之処ハ，其場限

　り二位付ヲ以て，高下ヲ分廉訳取調可申事，

（22）一．田畠壱反歩望付五等之石盛之事

　上田壱石三斗
先中田

　上下田壱石壱斗
先下田

　中田　九斗
先下々田

　下田　七斗
新位

　下々田五斗

　上畑　壱石
先中畠

　上下畑八斗
先申爵

　中畑六斗
先下々畠

　下畑四斗
新位

　下々畑弐斗

翻一．新位田之五斗代畑之弐斗代ハ，先ッハ

　山入原野＝付等之端々之地面二可有之候

　処，其先々段々開二茂可相成地面有之場

　ハ，容易二位引下ケ兼可申候閥，得と勘

　弁之上位付可致事，

協一．本郷同様之地味二而新田二相成居候

　分ハ，都而本郷二可改之，山中郷離場亦

　ハ至而廉土地之分ハ，是迄之通り新田二

　居置可申事，

鶴一．新田6本郷入二改候共，本郷御取付

　之廉へ組入かたき場ハ，地味椙応之御取

　付を以，別廉々之内江組入可申候，其外

　場所s6本郷之内＝ruも難居置分ハ得と勘

　弁之上新田江も組入可申候

鶴一．内調畢候ハ・御郡奉行御勘定奉行一

　同廻村致シ，先々遂見分候上，御縄奉行

　等罷出縄入可申事，

　　但，一村打終候ハ・其時々野帳ヲ封御

　　　郡奉行へ可相廻候，

（27）一．間縄之儀ハ御定之通り六尺壱歩二而

　打立，端尺之儀ハ廉土地ハ半間迄良地ハ

　四半間迄打立可申候，尤田畠之形二より



　平均間二致し候所ハ尺迄を歩詰之勘定に

　入，御図帳ヘハ四半間迄二記可申候事，

　　但，中以下之廉土地ハ，先ツハ三尺迄

　　　二打立可申，尤地味地模様二より見

　　　斗ひ可有之候，

（28）一．四半間之端尺ハ田畠の上と上ノ下之

　場二限リ可申事，

㈱L．田畠とも廉訳三段二相成候村方は之

　廉之儀ハ都而三尺迄打立可申事，

（30）一．畝反之唱算法＝mハ町反畝歩分厘二候

　処，是迄之通分ヲ除直リ厘と唱算用可致

　候，

（31）一．縦横廿間数掛合壱歩二不足之儀ハ，

　四捨五入之勘定二可致事

1毅一。位付井取箇之儀ハ地味民力等勘考之

　上相定候筋二候得ども畝反之儀ハ御領中

　一体二無之候而ハ，相当不致候処，心得

　違縄心二而致差略候様二丙ハ，石盛等都而其

　実ヲ失ひ混之端ヲ開候間，縄之儀ハ四郡

　村々少も無不平可打立申事，

鵬一．毎日夘之半時二罷出申之上刻二仕舞

　可申事，

！蕩一．検地打始メ候村方ハ吟味細二縄詰る

　へく，縄詰候ヘハ百姓及困窮二候間，始

　終一体二相心得延縮無之様可申合事，

鵬一．田畠打立之儀縄ヲ専二相用ひ，土地

　之模様にヨリ竿ヲも兼用可申候，尤縄延

　縮無之様朝昼と両度宛改可申事，

盤一．位違石盛違贋高応地狭地落地二重打

　心ヲ付可申事，

1認一．山畠之検地ハ下ヒ打可申，尤片下り

　之畠ハ勾倍是を考縄入可申，都而横竿ヲ入

　候所念入可申事，

盤一．湿地之畠方水祓之ため幅半間以上堀

　ヲ付，年々稲毛作付候分ハ，其土地二応

　シ位ヲ付，堀代田二改，田と畑と内訳二

　可致候，幅半間二不足之分，丼五六歩以

　下ハ不残畑二打立可申候，尤地模様二よ

　り候而ハ五六歩以上二而も畑二見込五六分

　以下二而も田二改可申事，
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　　但，全ク水稜け堀二付不毛之場ハ，堀

　　　代除之と外書二可記置事，

錫一．田畠共一筆一歩ハ見捨之，弐歩以上

　打立可申候，棚田山畠等二而数枚之田畠

　壱筆；詰候節ハ，壱歩たりとも打立申へ

　　く事，

1霧一．有来之道畔溝堀等新規二広候儀可有

　之心ヲ付可致事，

1翻一．田畠之境よれふれ有之場ハ，相直候

　様申付候間，内調之節心ヲ付可申事，

総一．往還道幅有来之通二ia，前後見合広

　狭無之様相改，尤大道幅三間，中道幅弐

　間，小道幅壱間二不足之処ハ可築立候，

　片岨等二而元来幅狭之場ハ，有来之通二而

　不苦候作場道幅三尺二相改，宿並ハ其場

　二より間数可相定事

　　但，田畠之通路不順二而，新道願出候

　　　ハ・，得と吟味之上可申付候，

1翻一．大道ハ奥州海道等天下へ通候往来，

　中道ハ御城下6日光鳥山黒羽根笠間突戸

　等之御近領其外南御領武茂保内湊等之往

　来・小道ハ隣村への通り筋に候処，右之

　外横道二而も人馬往来繁キ場ハ，古来6道

　幅広キハ勿論，有来之通御居置之事二候

　処，作場道之内二も畷等馬入指支，古来

　より幅広之所ハ其通居置可申事，

1號一．往還道筋田畑添之場ハ，道之左右へ

　杭立候様相達候間，作場道共内調之節改

　之，御縄打之節紛敷無之様可申付事，

（45）一．往還宿並之儀ハ，道之広狭見斗致竿

　付，別而往来ヲ狭め家作いたし候類ハ，

　左右見斗之上致竿付，以後家作いたし候

　節相直候様，村役人江相達，野帳へも其

　趣記置可申事，

　　但，道幅之儀ハ礎ヲ以可相定事，

1瑠一，大中小道際井岩根川端等見斗竿付可

　有勘弁事，

1招一．大中小往還之左右ハ，壱尺竿付用捨

　可致候，尤道添溝堀等有之歎，道より隔

　段地面高キ所，又ハ隔段低キ場所ハ，竿
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　付用捨二およぱず候事，

　　但，往還際たりとも屋敷ハ竿付不及用

　　　捨候，

1甥一．岩根川端等之儀ハ，其土地之模様ヨ

　汐見斗ひ，勘弁致候儀勿論二候へ共，高

　岸等二而出水之度毎欠落候場と，なたら

　にて出水之時二ごみ置等二相成候場とハ，

　模様致相違候間，高岸二而欠落候場ハ，

　壱間又ハ弐間迄見斗ひ竿付用捨いたし，

　又なたらにて，水入之場ハ根岸迄鍬入置

　共，先ツハ弐尺通も退土目之場G竿入可

　申事，

　　但，潮水付ハ位二而次第有之事二候問，

　　　不及竿付用捨候，

1霧一．屋敷内又ハ畠中二墓所を構候分ハ不

　及除之，一纒二墓所ヲ構，道心寮等立置

　候分ハ可為見捨事，

1鶉一．田畠之内二有之大石大木古塚，其外

　作毛難仕付場ハ，横竪之間数無差略打立

　候上，除外書二記置可申事，

　　但，漆桑楮茶蜜柑柿等は畝歩江打入可．

　　　申事，

1鴉一．田方境之畔ハ除之，小畔ハ不及除之，

　地勢二6棚田等幾重二も畔ヲ不立候而ハ

　不相成場ハ，畔をも除可申事，

　　但，境畔之外たりとも，弐尺以上ハ除

　　　之打立可申事，

｛霧一．畠之割境ハ竿付不及用捨，堀境之畑

　方ハ堀代除之，野帳へ外書二可記事，

（53）一．百姓共居屋敷之内，格別之儀ヲ以，

　壱軒別弐畝歩宛御年貢諸役々之免除，弐

　畝歩以下之小屋敷ハ其地面丈ケ免除之，

　市場浜方等宿並之儀ハ大小に不拘，其屋

　鋪畝反之内可一割免除事，

（54L．居屋敷之儀ハ其百姓之家体二応，先

　ッハ家下庭構等，其地面之模様見斗ひ，

　屋敷二打立，其余ハ畠二改可申候，

　　但，四方囲有之屋敷ハ，藪地之外ハ屋

　　　敷二打立可申事，

（55）一．屋敷之外へ隠居家又ハ蔵物置等立置
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　候地面ハ，畑二打入可申候，尤隠居家之

　内次男三男等分家二取立候心得二而家作

　いたし，往々百姓立二相成候分ハ屋敷二

　改可申事，

〔48〕但，石岩等不毛之場ヲ切崩，隠居家蔵

　　　物置等立置候場ハ，其土地之模様二

　　　6見取二も改可申候，

1鴉一∴畠中等へ小屋懸ヶ同様仮二致家作，老

　人独身等住居致，口過之ため1仰小商等い

　たし居候分ハ，畠二打入可申事，

（57）一．屋敷続木障場，或ハ物干場等二いた

　し置候地面ハ，其土地之模様見斗，屋敷

　又ハ畠二も打入，又ハ見取二も可致事，

　　但，地所悪，見取二も難改場ハ見捨可

　　　申候，

（58）　一．屋敷之内御年貢諸役免除之畝歩，一

　筆切二内書いたし免除地と記，弐畝歩以

　下之屋敷ハ，皆免除地と記可申事，

　　但，御年貢地之寺社人屋敷も同断二候，

　　　其外御朱印御除地之百姓屋敷之儀ハ，

　　　其訳記二不及候，一統御定之通年貢

　　　諸役免除被仰付候，

（59）一．市場浜方之内，宿並屋敷ハ其屋敷畝

　反之内，壱割免除，明屋敷抱屋敷ハ不及

　免除候へとも，添張屋敷二改，野帳へも

　明屋敷抱屋敷と可記事，右之外弐畝歩宛

　免除之場ハ，宿並たり共，明屋敷ハ勿論

　抱屋敷も畠二改可申候，

　　　壱割免除之村々

　　南扱　潮来・牛堀・小川・湊・大貫・

　　　　　磯浜・細谷・河岸通

　　北扱　太田部　口右子

　　西扱　常葉村内元山町馬頭石塚長倉
　　　　　　　　　谷中・八幡町

　　東扱　平磯・久慈・河原子川尻・大津

右村々内離候場は，宿続二而も見切ヲ付，散

在同様弐畝歩宛，免除之事，

鶴一．居村屋敷之内，壱畝歩以上田二いた

　し置候分ハ屋敷と打訳，右以下少分田ハ

　屋敷二打込可申事，



｛繋一．居屋鋪往還5引込三四軒以上之出入

　之道幅三問，壱弐軒へ之道幅半間道代斗

　除之，裏道ハ無用捨，畠之畝歩江打込可

　申事，

　　但，屋敷之内ハ除二不及候事，

（62）一．村々御城米丼溜穀蔵，畠之内へ立置

　候地面ハ，最寄畠方二准位付可致事，

〈63）一．竹藪之儀ハ，屋敷内外共，田畠之際

　二不相成場ハ，有形ヲ以て改弁納可申付

　事，

㈹一，居藪之儀ハ，其屋敷構之模様より構

　宜様藪地之内ヲも屋敷二打込，其余ヲ藪

　二改，野帳へ書較載申候，

　　但，居藪之外場中二有之竹藪も，改之

　　　土地順二打立可申候，

　　　田畠之障二相成候藪ハ，為伐払，荒

　　　二組可申候事，

鵠一．荒地バー円引捨可申候，尤古荒新荒

　等得と致吟味，開発可行届土地ハ，反別

　相改，先々御図帳江記置，追而御郡奉行

　可有取斗事，

乏脇一．開発相届兼候荒地ハ，追hi分附山二

　改，是迄之持主ともへ相渡山野残上納申

　付，又立木仕立田畑木障二相成候場ハ，

　村内草刈散野二相渡可申事，

乏911－．荒地之内離々少々宛作目有之分ハ，

　不定地之事二候間，見取二改可申事，

！鴇一．田畠木障引之儀，南木障ハ壱間半，

　東西壱間，北半間迄ハ可除之，往還並木

　等枝打相成兼候場ハ，南木障三間，東西

　弐間，北壱間迄ハ可除之，何レも見斗可

　有之事，

Eel）一　一田畠木障引之儀ハ，御定法之通木障

　成いたし候而も，木障受二相成，又ハ屋

　敷風除丼謂有之立木，枝打のミニてハ木

　障二相成候場之御定候条，立木まバら之

　処，又ハ無余儀位引下ケ之場ハ，木障引

　之間数差略可致候，尤寺社境内之儀ハ御

　定法之通木障伐難相成類，別而無余儀場

　ハ，往還並木之御定二順，木障引可致事，

go

1翻一．往還並木之義も，連綿と立続候場之

　御定二候条，まばらの処ハ，半間迄之内

　見斗，木障引可致事，

　　但，無余義位引下ケ之場ハ勿論，枝打

　　　いたし候場ハ木障引間数差略可致

　　　候，

！認一．山間入谷津等ハ，位付等差略有之事

　二候得共，山之高低目受之善悪見斗，別而

　無余儀場ハ，東南西壱問迄蔭引いたし，

　北ハ蔭引二不及候得共，是又場所二より，

　四半間迄竿付可致用捨事，

σ2）一．山間入谷津之蔭引ハ，別而無余儀場

　之御定二候間，先ツハ半間迄之内，蔭引

　可致事，

　　但，山間之木蔭引間数丈之道堀有之候

　　　ハ・，田畠之内蔭引二不及候，

（73）一．場広之処二而，瞼岨之山際蔭二相成場

　ハ，木障引之問数通，南壱間半，東西壱

　間，北ハ半間迄，見斗何レも蔭引二不及

　候，

1脇一．木障引蔭引之儀ハ，御定法も有之候

　得共，立木之模様，山之高低，，或ハ位

　引下ケ候場所等，其土地之模様＝より，

　夫々差略有之事二付，惣而竿付除候間数，

　川端等二至ル迄，内調之節見切為除候間，

　数字附，帳二記置，御縄打之節，手順宜

　様取斗可申事，

　　但・竿付除候間数・御縄打野帳へも相

　　　記可申候，

（75）一．寺社御朱印除地之田畠改之，境内並

　馬場ハ縄入二不及事

　　但，境内二有之修験神職之屋敷ハ改可

　　　申候，

㈹）一．寺社境内之儀ハ縄入相除候段，野帳

　之末zama書可致候事，

1穐一．御年貢地之寺院ハ，境内中門β同本

　堂庫裏大庭之類，屋敷二打立，其余地味二

　応位付いたし，荒地之分都而居藪二改可

　申事，

　　但，馬場ハ道代同様不及縄入候
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（78）一．御朱印除地之田畠ハ，荒地二而も位

　付いたし，当分荒と野帳江可記事

　　但，山林之内田畑二開候ハ・，位付い

　　　たし改之，罎朱印山開キと可記候事，

（79）一．社地ヲ，御年貢地又ハ御朱印除地田

　畠之内へ移候分有之候ハ・，改方伺之上

　可相極事，

（80）一，御朱印除地之境内江，御年貢地囲込

　置候ハ・，其地面ハ改可申候，

　若地所難分候ハ・，屋鋪井其最寄を御朱

　印除二見込，其余ヲ御年貢地二引分可申事，

（81）一．御朱印除地ハ，打出打込とも其儘御

　付二相成候事，

（ee）一．御領分二有之他領之寺社御朱印井除

　地ハ改二不及事

1毬一．（寺社境内外に有之）御朱印除地之

　田畠地所難相分ハ，可然場所見斗可相渡

　事，

　　但，御正相済候後，成丈ヶ無主分土地

　　　方引分ヶ，尤荒地有之村方ハ，割合

　　　ヲ以荒地も組入，石辻致都合可相渡

　　　候条，其分ヶ野帳へ断書致置可申候，

1鵠一．用水不足之村方二而，田畑之内江新溜

　池井新江筋悪水吐等願有之候ハ・，見分

　之上水懸リニ可相成石高得と相糺，無余

　義願二候ハ・，地坪江筋幅改，池代江筋

　代二除之可申事，

1霧一．新道代江代等付候田畠ハ，横竪之間

　数へ外何尺道代江代に引と，野帳へ可記

　事，

総一．溜池堤江，堤際之儀ハ見斗，壱弐尺

　場所二より三尺迄可除，棚田も高畔ハ見

　斗，東南西壱尺蔭引可致事，

　　但，堤際溝堀丼小畔等有之分ハ，外二竿

　付不及用捨候，

（87）一．先年他村之田畠之内ヲ溜池江代等二い

　たし代地渡二相成候分ハ，地元之村方二而

　池代江代とも引捨，代地ハ立場二改可申

　事，

翻一．中山備前守殿山野辺兵庫殿松平由之

91

　介殿在所構之儀，当時住居一構之分ハ猶

　更，構内家中屋敷田畠等何レも相除可申

　事，

1鵠一．御家中下屋鋪之儀ハ，百姓持と同様，

　荒地之分ハ山二改替候上，山野銭上納尤，

　場所二6田畠之木障二相成候分ハ木立為

　伐払可申事，

1毅一．寛永中御改之節，分郷二相成候村方

　ハ，人ヲ以田畠引分候者と相見江，隣村

　之内所々二壱弐枚宛飛地有之，又ハ壱枚

　飛二入会居候杯も有之，更二村さかへ不

　相立，甚夕紛敷候間，此度村境ヲ碇と改，

　飛地之分ハ其村方之高二組，越石二致候

　方可然候間，右様之村方ハ追而取調可申

　事，

19B－．小高二而一村立二相成居候村々ハ，諸

　役rt村役人之給分等費も不少候間，地勢

　二随ひ寄村々取調可申事，

（92）一．皮多非人屋敷之儀ハ，郷高之内二而，

　引物又ハ見捨地も有之処，此度バー円見

　捨地二可致事，

　　但，皮多非人共，御年貢地之田畠屋鋪

　　　致所持候分ハ，此度御高入相除，見

　　　取地二御改二相成候条，地味二応位付

　　　いたし，見取地二改，野帳之末江外

　　　書二記置，御検地帳ヘハ不書載・別

　　　帳二仕立可申事，

（93）一．百姓共墓所地一纒二有之分，其外皮

　多非人屋鋪之類，惣而見捨地之分ハ，野

　帳之末へ外書二可記置事，

　さて検地条目制定にあたって，④田畑位

付けを五段階にすること，（u）検地竿を6尺

5寸とすること，の百姓家屋一軒につき2

畝歩まで年貢免除とすること，というのち水

戸藩天保検地の特徴点とされているところは，

検地条目が制定公布された天保10年4月29日

に決っていたことではなく，それよりのち，

実際の検地実施までの期間セこ，段々と追加制

定されたものであるが，その理由は，これら



が最も現実の利害にかかわることであるので，

色々な利害が錯綜して容易に結論が得られな

かったからだと考えられる。

　藩主斉昭は検地実施にあたって，寛永検地

同様6尺竿を使用することを考えていたよう

であるが，これについては検地強行派の藤田

東湖も必ずしも全面的には賛成し難いと考え

ていたようであり，まして一揆がおこること

を恐れて検地実施そのものに反対した農政の

ベテラン小宮山楓軒らは大反対であったこと

は朋らかで，また実際に民政を担当している

郡奉行たちは，農民の反発をおそれて6尺5

寸竿使用を主張している。このときの郡奉行

たちの主張は「6尺竿で検地をすれば，田毎

に余歩を打ち出すことは目に見えており，必

ずや民心は動揺するだろう。……6尺竿で検

地をしても，実際に竿をいれる場合には，竿

ののびちぢみがあって，倍以上ののびもある

こともあるので，この場合竿を6尺5寸と決

め，そのかわり縄のびなどないよう正確に打

った方が結局得策である」というのであって，

結局のところ6尺5寸竿を使用することに決

ったわけである。また百姓居屋敷を2畝分年

貢免除地にするということの決定にも，これ

に類することがあったと思われるが，その点

は不明である。ともあれ，水戸藩の天保の検

地施行には非常な細心の配慮がなされている

ことに注目する必要がある。

13）　「水戸藩史料」別記巻18「検田　上」

14）　「水戸藩史料」別記巻18「検田　上」に最初

　定められた検地条目がのせられている。最終

　的に整備され，実際の検地に使用されたと思

　われるものは茨城県小川町世楽「八文字家文

　書」中に「土地方御正二付，御条目井申合箇

　条増補」という表題でみえている。

4字付帳の調製

　検地竿の長さをどうするか，といったよう

な重要な問題で，また未解決のことが若干あ
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ったが，ともかく検地条目の一応の成立をみ

たので，藩は翌天保10年5月農政の直接の担

当者である4人の郡奉行に命じて，自分管轄

下の村をまわり，村の主だった者をまねいて，

どのような理由で今度の検地を行なうのかと

いうことを懇切丁寧に説得させるとともセこ，
　　　　　　　　　　　　　　あざつけちよう
検地施行のための元台帳となる字付帳の造り

かた，検地施行の順序と組織および，検地施

行の3過程である村下組，内調，縄打の具体

的手続の説明をさせた。

　この時のプランによると縄奉行2人，御郡

手代2人，郷役人2人，縄取郷夫2人の計8

人で構成される検地施行チームを1郡に4組

ずつ，4郡で都合16組つくって，作業を担当

させることになっていた（但しこれでは不充

分なことが判ったので翌年に1郡6組，都合

24組と改めた）。またこの説明のため呼び出
　　　　　　　　　　　　
される村の主だちとは，庄屋・組頭と小百姓

の代表という意味で五人組の組頭1人ずつと

いうことであった。勿論庄屋・組頭といった

場合の村役人としての組頭と，五人組の頭と

しての組頭とは，同じ組頭といっても別人で

あった。

　なお，この時に示された字付帳のつくりか

た，および検地施行過程としての村下組・内

調・縄打のしかたは，つぎのとおりである。

　字付帳のつくりかた

　字付帳というのは，村々の田畑を一筆一筆

ごとにその広さと等級とを記した土地台帳下

書のようなもので，水戸藩天保検地の大もと

となる台帳である。これを作成することは天

保検地実施の第一歩であり，同時にまた実質

的にはその大半をも完成したことにもなる基

礎作業でもある。藩ではこの字付帳のつくり

かたについてつぎのような指示をあたえてい

る。まず全文をかかげるとつぎのようになり

全部で20ケ条になっている。

田畠御正二付字附帳仕立振



水戸藩天保の検地とその意義（大石）

（1L．田畠位付之義ハ，都而先御検地帳を

　本二いたし，位変化出来候分斗，左之心

　得を以位付いたし，一枚切字杭相立可申

　候，

（2）一．田畠共上中下之位ハ第一地味之厚薄，

　水旱之憂等二より候事二候得共，人家最

　寄ハ諸事手廻リ宜候二付，先ッ者可為上

　之位候処，田方ハ用水専要之事二付，た

　とへ人家最寄二候共，用水不足之場ハ勘

　弁いたし，外田とても水不足二ML，位低

　ク相成居候場茂，新郷等出来，又先年と

　違用水不足二相成候場茂可相之候，畠方

　之義も先年人家有之所も絶，又ハ新屋敷

　構出来候場茂可有之候，或者田畠共＝先

　年ハ水付等之場も川除水除御普請いたし，

　出水之防等出来候類先御検地之位付と変

　化之場茂可有之候条，最寄老農之者一同

　得と内見いたし，変化いたし候分ハ位付

　替可申候，

（3）一。田畠共先反別二而書載，位付替候分

　ハ，先位片書二いたし可書出，尤畠方之

　義ハ先反別難相分類ハ，当分之FJiヲ以得

　と念入位付畝積りいたし可書載候，

‘4）一．居屋敷之義者先，御検地之屋敷二而持

　来候分者勿論，其後新屋敷構候共，当今

　家作有之所を屋敷と定，先御検地之屋敷

　二候共，及潰＝家作取払畠二いたし置候類

　ハ，其最寄之畠方二順シ位付可致候，

　　但，宿並之i義者家作取払候共，先年よ

　　　り屋敷二而持来リ候分ハ，只今迄之通

　　　りたるべく候，

（5）一．居屋敷之外江蔵物置等建置候地面ハ，

　居屋敷同前たるべく候，

（6）一．居屋敷付竹藪等仕立置候分も，一円

　屋敷之畝反江見込，藪之坪数内書二いた

　し可指出候，追而見分之節，藪地之義ハ

　了簡有之事二候，尤居くね添たり共も，

　分附山ハ相除可申候，

　　但，宿並等も屋敷裏間揃候場ハ，藪之

　　　大小二よらず，屋敷之裏間相定之i義
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　も可：有之候，

（7）一．居くね添井場中二而，田畠之木障二枢

　成候分附山ハ，為伐払，跡地畠二可相成

　地面ハ，畝積りいたし字附帳江書載置，

　開次第訴出改可申受候，

　　但，御立山之義も，同様木障二相成候

　　　分ハ，為伐払候条，是又可申出候，

（8）一．田畠共先反別壱枚之内，幾人二も地

　分ヶいたし致所持候分ハ，当時之地主切二

　幾枚二も引分可仕出，又万字二引分之分

　ハ，たとへ同人持二候共，一枚切二可引

　分候，其外小筆之類，寄筆二いたし所持

　いたし居候分ハ，寄筆之儘i可仕出候，

9）一．田を畠二いたし，又畠を田＝いたし

　候類も，当分之所を以位付いたし可指出

　候，

　　但，壱枚之内何ヶ所二も，元田畠残り

　　　有之分ハ，本畝を用，田畠畝積り内

　　　わけ＝いたし，可指出候，

（10）一．田畠共壱枚之内二荒間或ハ石河原砂

　置押堀等有之候へ共，本畝ヲ用，荒間石

　河原等之畝歩内書二いたし可仕出候，又

　壱枚不残石河原等二相成，作り目之間；

　有之分ハ，畝積リいたし可書載候，

　　但，荒間石河原等之分，高組二いたし

　　　候訳ニハ無之，追而開二相成候節，混

　　　乱無之ため改置候迄之事二候，

（11）一．田畠共作目之間々二有之荒地ハ勿論，

　都而此先開二可相成と見込候荒地ハ，一枚

　切相改畝積いたし，当分荒と記土地順二

　可書載候，

　　但，荒地之義バー円御引捨之事二候間，

　　　是以高組二いたし候訳ニハ無之候，

　　　前顕同様可相心得候，

（12L．田畠共境寄れ振れ有之場ハ，双方地

　主引添真直二境引可為致候，

（13）一．寺社御朱印除地之義も，都而土地順

　二書載可申候，

（14）一．郷士井百姓持分之内，謂有之貢納御

　免之田畠ハ，不残土地順二可書載候，



〈15）一．御殿地井稗御蔵地御番所地等，都而

　御用地之類も土地順二書載可申候，

（16）一．田畠之字ハ，先御検地帳之字ヲ成丈

　ケ相用可申候，尤字切之境紛敷無之様，

　道境江川境ト欺，躇切可申候，

〈17）一．田畠江之通路不順二而，新道新江等付

　替申度場ハ，村中相談之上，其筋へ杭打，

　印を立置可申候，

く18）一．字附帳之義ハ，田畠屋敷共本郷各免，

　新田新開其外見取場共二，落地重筆無之

　様念入相改一帳二組込，土地順二延紙横

　折，片表八行ツ・認，地主之名ハ以後通

　　り名二相成候条，其心得二而名を定認可

　申候，

　　但，新開荒地開発之分共，一筆切何年

　　　開と可書記，見取場之内ニハ，不定地

　　　も有之事二候問，其分ハ其意味可書

　　　記候，

（19）一．村役人江加り，田畠位付等為致候老

　農之義者，小前之ものへ相掛為相撰，名

　前人数可申出候，

　　但，人数之義ハ村之大小；より為撰可

　　　申候，

右之心得を以，字附帳念入取調，来ル十一

月中迄二延引なく可指出事，

（20）一．下組に取懸り候村役人丼老農歩行夫

　等賄代之儀ハ御救を以御改被遊候儀二候

　間，朝タハ自分賄にて罷出，昼食代之義

　バー人鋸四拾文宛之割にて村指銭に為致

　候事，

　　但，老農之儀ハ勤日数を以致勘弁足役

　　　指引可申事，

　まず第1条で，今度の検地は今までの実情

を無視して，全く独自に検地をするのではな

く，寛永の検地を本にするものであり，した

がって寛永検地によって丈量位付けされたま

ま，今日まで条件に変化がないものはそのま

まにし，それと変化があるものだけを今回問

題にするのだという，天保検地の基本方針を
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示している。

　第2条では，では．寛永検地と今日の実情に

差異があるかないかを決めるのには，どのよ

うなことに注意をすればよいか，という点に

ついてのべており，田畑ともに上中下の位付

けは第一に地味が肥えているかどうかおよび

水掛りが良いかどうかという点に第一に注意

すべきだが，農民の人家から遠いか近いかと

いうことも大きな条件で，近いところは当然

位を引上げるべきだが，人家については寛永

検地以降かなりの変化があるので，その点は

よくよく注意すべきだとしている。しかしい

ぐら人家に近い田畑が有利だといっても，水

不足ではその利点が相殺されるのでその点は

考慮すべきであり，また川除普請を行なった

結果条件がかわっているところもあるので，

その点も注意すべきだなど，ことこまかい注

意をあたえている。

　第3条では田畑を帳にどのように記帳する

かについて指示しているが，まず田畑ともに

寛永検地の反別にもとついて書載せ，今度の

調査で位付けのかわったものについては，寛

永検地での位付けを肩書にかきのせておくよ

うにとしている。

　第4条は居屋敷についての規定で，寛永検

地以来の屋敷地はもちろんそのまま屋敷地と

するが，そうでない土地でも現在家作の建て

られている土地は全部屋敷地とする。但し寛

永検地で屋敷地となっているところでも，今

は家を取払って畑にしているところは，その

周辺の畑地の等級に準じて位付けをする。

　第5条，居屋敷でなくても蔵や物置を建て

る地面は屋敷地として取扱う。

　第6条・第7条では居屋敷づきの百姓林の

処置についての規定。

　第8条，寛永検地で一筆に扱っている田畑

で，今では幾人かが分筆している田畑は，今

の情況にもとついて帳をつくること。また逆

に寄筆している分についても同様。

　第9条，田が畠セこ，畠が田にと地目変換の
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あるものも現状にもとついて処理をする。

　第10条，田畠ともに一筆のうちに石河原砂

置などがある場合は，本来の広さをまず記載

し，そのうち石河原砂置になった分を内書す

る。

　第12条，田畠の境界に寄れ振れがあるとき

は，双方の地主に立合せて境界線を真直に引

きなおすこと。

　第13・第14・第15条。また寺社朱印地，郷

士および百姓持地のうち免租地，御殿地およ

び稗蔵地など御用地についての規定。

　第16条，田畠の字は寛永の検地帳に用いて

いる宇をできるだけ用いるように。なお字の

区画が明確になるよう道境とか川境といった

境界をできるだけつけるように。

　第17条，田畠への通路が不順でこの機会に

新道や新江をつけたいというところがあれば，

村中が相談のうえ，その筋に杭をうち印をつ

けておくように。

　第18条では．字付帳は落地・重地などがない

よう入念に作成すべきことを命じ，とくにそ

こに記載される地主の名は以後ずっと「通り

名」になるのだから，その点充分気をつけて

誰の名にするか決めるように注意を促してい

る。

　第19条は老農に関する規定である。検地の

施行に小前の中から老農を選出して，それを

小前百姓の代表として検地に参加させようと

いうのである。ここでは老農は小前の中から

選出させるべきこと，また人数は村の大小に

よって変化のあることをのべている。

　第20条では下組（水戸藩検地の第1段階の

作業）にとりかかった村役人・老農および人

夫などの賄代は朝夕は自前とし，昼食につい

ては1人につき鋸4拾文ずつの割合で村入用

で支弁すぺきことを指示している15）。

15）　「水戸藩史料」別記巻19「検田　下」

5検地手順と検地方の設置

　水戸藩天保検地は検地をうち出すまでの藩

当局内部の体勢づくりも周到をきわめたもの

であったが，その後の施行手順もまた他に類

例がないほど周到なものであった。検地の実

施は④村下組　⑭内調　の縄入，の3段

階を経ておこなわれる。

　字付帳が天保検地の基本台帳となること，

およびその作成方法については先述のとおり

であるが，この字付帳を老農を加えて村側で

つくる作業を村下組といい，村下組によって

できた字付帳の当否を，藩の縄奉行と懸り手

代および郷役人とが関係村々に出かけていっ

て一つ一つ検討して修正すぺきは修正する作

業を内調という。字付帳は実際にはこのよう

に村下組と内調を経てはじめてできあがるの

だが，このできあがった字付帳にもとついてr

藩が任命した検地奉行以下の役人が正式に縄

入して士地に関する公簿ロ検地帳をつくる作

業を縄入という。したがって実際には村下

組・内調の2段階のところで検地の大もとの

作業はほぼ終り，縄入は若干儀式的色彩をお

びてくるわけである。

　藩はこの3段階の作業内容について各々つ

ぎのような指示をあたえている16）。

　　④　村下組について

　　　下組

（1）一．村々にて田畑並屋敷等，先御図帳に

　突合不申候ハ，畝積り等にて兎角廉々有

　形之儘を漱積りいたし，順能書記為指出

　申候様相達候筈，

（2）一．田畑上中下位付之儀，土地方変化有

　之分ハ，先御図帳之面に不拘，得と吟味

　之上，位付を改直し為書記候筈，

（3）一一．土地之膜瘡ハ，其所に生長いたし候

　者に無之候てハ，相分り兼候事に有之，

　且又旧来之位を改，后来へ伝候事に候へ



　ハ至て，大切成儀勿論之事に付，幾重に

　も衆議を尽候上にて，相定候儀当然之事

　に有之，就てハ荘屋組頭外に，一坪より

　老農之者一人位宛指加へ，篤と遂熟談，

　柳も不屠之改無之，正法に為取調候筈，

（4）一．老農を選候にハ，其所小前之者へ申

　聞，小前之方にて，誰を頼み指出候ヘハ，

　遺憾無之と申老人等を為選，指出候様申

　達候筈，

〈5）一．下組之調振，ケ条書にて相達候而已

　にてハ，村々より調振心得違区々に出来

　申候儀も可有之候付，懸り郷役人前日村

　々へ立入，区々に不相成候様，指図いた

　し為取調候筈，

（6L．字付帳指出候ハ・，寄之面，先御検

　地帳並其後改入帳等，寄集候面へ，上中

　下位付之段別大意引合，格別に相違之村

　方ハ，再調申付候筈，

⑭　内調について

　　　内調
（1）一．村々にて下組出来，字付帳指出候ハ

　・，縄奉行並懸り手代両人，同郷役人両

　人ノ村方へ罷越，第一村方にて取調指出

　候位付，当不当之所，篤と見分いたし，

　相当不致候と存候分ハ，一統遂判談，位

　付相直，其趣字付帳へ相記，順々に見分

　改可申筈，

（2L．御縄打に御指出之組合ハ，矢張内調

　之節罷出候組合に候ヘハ，たとへ飛地論

　所川根往還添山之半腹，入谷津等に有之

　田畑之類，兎角次第有之地所等ハ，尚更

　念入改，木障引等縄可除場所何程と申儀

　も記置可申，左様之類ハ内調之節大抵に

　取極置候様可致候，内調疎漏に候ヘハ，

　御縄打之節に臨み行支出来甚隙取に相成

　候儀可有之に付，右之心得を内調いたし

　候筈，

‘3）一，田畑共に上より中へ組入候ても，又
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　下より中へ組入候ても，可然卜相見候地

　ハ，位之移り替り候場所杯にハ極て有之

　事に付，左様之場所ハ大図を見積り，野

　帳へ印之字ヲ付置候様，是ハ御縄打畢候

　後，検地方にて石盛を上下いたし候事も，

　無之候てハ不叶儀に付，其節之ため勇右

　様調置候筈，

（4L。内調出来候ハ・，御郡奉行御勘定奉

　行，一同に其村々へ臨み，遂見分，位付

　等に膀落不致候廉有之候ヘハ，尚更得と

　相談之上改直し，其上にて御懸り，御年

　寄衆之御了簡相伺申候筈，

（5）一．位付之儀了簡相済候ハ・，御縄打之

　人数，御指出に相成候筈，

（6）一．御懸り両御年寄衆懸り役中，四郡村

　々へ臨時御廻りに相成候事も可有之筈，

（7）一．御縄打立に相成候迄ハ，大抵扱々之

　役所にて諸事取調いたし，御縄打終候後

　ハ，専検地方にて取調候筈，

（8）一．寛永中御縄打之節ハ，御郡奉行御勘

　定奉行割物奉行等組合相勤候様に相見候

　処，御旧記等無之に付，如何様之振に組

　合相勤候哉，委細にハ分り不申候へ共，

　第一一as高辻之増減いたし候儀，且数万之

　農民共悉盛衰に拘り候儀を可相勤候御用

　筋に有之候ヘハ，至る大切成儀に有之，

　一役所にて取懸り申候儀，甚不容易事に

　付，御勘定奉行中ハ同役同様諸事遂判談，

　土地方見分之節も，組合郷出いたし，一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　可ヵ
　同に見分いたし候方，一体之居り合も宜

　有之と，右之振te伺出候事，

の　御縄打について

　　　御縄打

（1）一．位付等伺之面御判談御決に相成候ヘ

　ハ組合之人数一同罷出御条目之面屹と相

　守柳も無鑛略万端正敷打立申候筈，

（2L．野帳ハ位付持主之名土地之字名を兼

　て認置一筆打立相済候ヘハ縦横之間数右
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　野帳へ書入可申一村打畢候ハ・野帳を封

　候て縄奉行之印を居置に検地方へ相廻申

　候筈，

〈3）一．食事之儀ハ寛永中も自今せいしにい

　たし候様相見此度之儀ハ勿論薪之外バー

　切所相場を以買上内夫を召仕自分せいし

　にいたし可申一組丸に同宿に相成都テ打

　込に炊等為致可申就てハ郷出中一日玄米

　一升外塩味噌料として鐘百文宛被下に相

　成候間諸雑費之分ハ上下之無差別一体に

　割合指出可申右被下ハ縄取並召連候又者

　之分も同様之被下に相成候間都て一体之

　割合にて可然と右之振に指出候筈，

　　但，一統内調之節より本文之通扱可申

　　　候割合左之通

　　1日分
（4）一．玄米一升　　　　　此代鍾百六文

　　　但金十両に籾三十六俵直積鋸i一貫六

　　　百七十二文相場

（5）一．鋸百文　　　　　　塩味噌料

　　　〆鍵二百六文

右何も土地方御正御金口より御渡に相成候

事

（6）一．郷役人之儀ハ大山守横目荘屋等之内

　才気有之村々にて取用宜人物相選勤中御

　扶持方二人分被下置苗字帯刀御免被仰付

　何分励を付召仕候筈・

（7）一．郷役人右御用にて御城下へ上下いた

　し候入用等村々よりはり取候様にハ不相

　成併困窮之郷役人唯二人御扶持方のみに

　てハ入用迄指出候儀も指支可申に付是ハ

　暮に至り旨儀により被下金有之筈，

〈8）一．縄取之郷夫ハ諸郡之内にて身体気力

　壮健令三十歳前後之もの相選一日銀一匁

　位宛之割被下置召仕候￥・

〈9）一．村々にて下組之節より荘屋組頭共相

　集候儀数十度之儀に可有之依る諸雑費等

　何分相懸り不申手段等篤く申合候様尤昼

　食代御定之通四十文宛ハ村指せんへ懸ケ

　割取候様尚又老農之儀も昼食代四十文宛
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　ハ同様割取候様且老農之儀ハ小前之者総

　名代に指出候事に候間勤中ハ村内定役等

　相除き候様相達候筈，

（10＞一．縄御打に付村方下組より打上迄之入

　用ハ莫大之儀在之凶荒以来村々甚相衰候

　儀に御座候ヘハ可相成ハ村方傷に不相成

　程被下に仕度と廉々取調申候処御指出之

　御役々に御役料並加扶持菜代等其外一件

　に付総御入用辻大図積り立候処何れ金九

　千両余之御入費に相見如何にも大金之御

　懸り在之候問御時節柄格別差略之取調に

　有之候事，

（11）一．御取行方之儀ハ中山備前守殿へも為

　御達に相成候ヘハ委細之儀ハ会沢清衛門

　方より備前守殿家老へ懸合万端清衛門扱

　下通り之取扱に致候筈，

（12）一．御正之儀中山殿領知村々へ申渡候節

　領知郡奉行出座之儀ハ我等同間にて外元

　締上座郡奉行下座懸り手代ハ村役人等繰

　出指図いたし候迄にて出席不為致候筈申

　合候事，

（13）一．中山殿領知村々土地方御用に付時々

　廻村並村役人百姓等無断呼出候間兼る村

　々へ相達置候様右家老中に松岡組より懸

　合置候筈之事，

　以上によって検地の手順およびその概要は

一通り整ったわけであるが，いざ具体的に実

施に移ると実際にはまだ色々とこまかい問題

がおこってきて，その都度相談解決をしなけ

ればならぬことが予想されたので，そのよう
　　　　　　　　　　　　　けんちかた
な聞題を処理する役所として検地方を設ける

こととした。検地方の構成および役割につい

ての規定はつぎのごとくである。

　　　御検地方

（1）一．御郡奉行御勘定奉行並四郡御郡方勤

　等此役所に出席いたし候支配手代之儀ハ

　御郡方御勝手方より追々指出候筈，

（2）一．懸り両御年寄衆折々御出席に可相成



　候，

（3）一．懸り調役中時々罷出対談有之候筈，

（4）一．縄奉行並四郡懸り之者共此役所へ寄

　合広く対談に相成候儀有之候筈，

（5）一一一一一．四郡一統へ関係いたし候事柄等此役

　所之対談にて取極に相成候筈，

（6）一．村々石盛並御取付之上下等此役所之

　対談も有之候筈畝歩書加へ石盛寄立御懸

　り衆へ入御覧に申候筈，

　これで判るように御検地方というのは，検

地の担当役所で，そこへは御郡方と御勝手方

より手代を出向させて人員構成をし，検地掛

りの御年寄衆・御調役衆も時々ここにやって

きて仕事の指図や相談をし，縄奉行および4

郡の検地掛りの者もここに来て寄合をもち相

談事をする。また4郡全体にかかることは，

必ずこの役所で相談のうえ決定するとともに，

村々の石盛の決定などもここで相談し，関連

帳簿などもここに整えておく定になっている。

16）　「水戸藩史料」別記巻19「検田　下」

6　検地の実施一村下組一

　以上のようにして一通り検地施行の準備が

終ったので，あとはいよいよ検地の実施であ

る。まず郡奉行所の動きをみると，同所では

管下の村々を数組に分け，その組の掛り官を

定めた。たとえば最も検地施行に熱心であっ

た郡宰吉成信貞の松岡郡では，郡内村々のう

ち，植農，小鶴，長岡，前田，小吹，平須，

大戸，下野，萱場，鯉淵，河和田，見川，見

和，赤塚，中丸，堀，開江，全隈，谷津，三

ケ野，木葉下，大橋，下古内，安渡，磯野，

上入野，増井，勝見沢，下青山，上青山，下

小坂，上小坂，上古内，小勝，塩子の35ケ村

を1組とし，6月5日（天保10年）川又次

郎衛門，江幡八郎衛門の2人を担当掛りとし

98

て，この2人と打合せをし，その指示をうけ

ながら字付帳の作成にとりかかるよう命じて

いる17）。

　そして同6月7日には検地作業の関連事項

として，各村々から

（1L　壱ケ年自他村人足役

（2）一．田畠壱反歩二付助入用高

（3）一　海川魚馬場取上高

（4）一　駄ちん場壱ケ年二付取上高大図

（5）一　炭薪丼紙煙草茶楮等都而其所産物取

　　上高大図

（6）一　往還人足役井助組村方其訳

　　　　但他所諸人足役之廉は内訳二而宜

　　　　敷候，

（7）一　草苅場有無

（8）一　常水場干損場水損場之訳

（9）＿

図

入津場井河岸場着舟他より入金高大

の9項目についての調査書上げを当月の晦日

までに作成提出するように命じており，さら

に同月20日には植農より塩子までの前記35ケ

村にたいし，渡部喜左衛門，西野者次郎の2

人を検田下調掛として追加任命した旨を申し

達している。

　水戸藩検地の一つの目立つ特徴は．，検地に

対する農民の不安に最大限の配慮をしたこと

であるが，その一つが検地施行にあたって農

民の中から老農を選出させて，検地に参加さ

せたことと，また一般の検地の例のように，

いきなり田畑に縄打ちをすることを止め，そ

の前に村下組と内調という2段階を用意した

ことである。

　老農というのは，村のなかから小前たちが

この人に出てもらえば信頼して任せておける

という人を，自分たちで選出して，検地の全

過程に立会って小前の代理をしてもらうので



水戸藩天保の検地とその意義（大石）

ある。

　いま石川村（511石余）の場合をみると，

村内に上組・下組・江東・谷津台・柏淵・下

籏・小中根・千束の八つの小名があるが，そ

のなかから上組一治介，下組一仁平，江東一

忠衛門，下籏一伊平次，小中根一利左衛門と

いうように5名の老農がえらび出されている。

農家のある小名からは必ず1名○老農を出す

よう配慮しているのかどうかは，老農を出し

ていない谷津台，柏淵，千束の三つの小名が

住居を持たない耕地小名であったかどうか判

らないので断言は出来ぬが，しかし農老の選

出が，立地条件の異なる小名に配分されるよ

う留意されていることは明白のことである，

　つぎに老農がどんな階層から選出されてい

るかを調べてみよう。同じく石川村の天保14

年「石川村指銭帳」から天保14年段階の一般

村民の所持石高分布表および，老農の所持石

高を示す表をつくると第2表のようになる。

この表には村政の首脳部である庄屋の東兵衛，

組頭の彦左衛門・助衛門・平八郎および五人

頭の六衛門・孫衛門・長衛門・平衛門・茂平

の9名は入っていない。また老農の選出段階

とこの史料との間には若干の差があるので老

農5名のうち1名だけは史料のうえで追跡で

きないものがある18）。

　さてこれでみると，このとき選出された老

農というのは，石高所持の面からいえば中の

上位ということになり，小前百姓のなかの有

力者であったということになろう。

　なお惣百姓は自分たちが選出した老農にた

いし，その行為にたいして一切異議を申した

てない旨の誓旨を村毎に入れている。いま石

川村のものをかかげるとつぎのようである。

　　　相渡申一札之事

此度土地方御正二付，百姓為惣代老農之

者相立候様御達有之候二付，貴殿老農二

相頼申候，依而ハ田畑位等不相分ヶ所者

各方了簡之趣，村役人衆へ熟談被致，御

取調相成候様，頼入申候，右二付此上貴

殿対異儀申問敷候，依而村中連印一札如

件

天保十年

　　亥ノ六月

新右衛門殿

仁兵衛殿

伊平次殿

忠右衛門殿

利左衛門殿

石川村

　惣百姓

　　（名前略）

箪2表

石 高！人則老農
1石以下

1石～

2石～
3石～
4石～
5石～
6石～
7石～
8石～

9石～
10石～

11石～

12石～

1人

人
人
人
人
人
人
人
人

0
　
　
　
　

8
3

1
7
7
1
1
4
4
3

人
人

9
一
－

2人

1人

1人

　以上のようにして老農を選出するとともに．

同村では検地の第1段階の作業として田畠の

字の取調べと，その帳付けの作業にとりかか

っている。それによると畠は

　　　　下組

寺下・東ノ妻・長久保・坂口・柏淵

　　　　上組

北堂ノ上・堂の上・東堂ノ上・寺後

　　　　下畠

山王下・下畠・堂子塚・堀ノ内・竹ノ内

おはた・山王脇・寺向・原坪・宮前

　　　　小中根
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あら屋・小中根・あつまや・東中根

　　　　江東

江東下・江東・観音・まい屋・小久保

あらや・大久保・谷ッ大・笠村

の五つの小名と三拾弐の字セこ，また田の方は

　　　　壱番帳

塩田・南谷ッ・山中・立出シ・柏淵

石田・兎やつ・江東下

　　　　弐番帳

田毎・下畠下・やばっこ

　　　　三番帳

川中子・豆穴・柔木・さいむた・谷ッ前

箋田

　　　　四番帳

大六天・道やつ・橋本・あつまや・六双

となっており，この方は小名ではなく字付帳

の冊番号で分け，各々それに含まれる字名を

記し，畠の場合も同様だが，各々の字名の下

に「何処より何処まで」といったようにその

区画を明示している19）。このときの作業の主

要な目的は村内の字の点検とその区画の決定

にあったのであろう。

　このように検地の作業は急速にすすみはじ

めるが同年（天保10）7月5日には，今年は

検地の年で字付帳の作成に全力を注ぐべきだ

からという理由で，例年実施していた小割付
　　　　　　　　　　　　　　■　　　　
指銭の改めなど，村々に対する改めは人別改

めのほかは今年は一切取り止めることを達し

ている。人別改めは幕府の命令で行なう天下

一統の改めであるので，これは止めるわけに

ゆかなかったのであろう。

　ついで同月22日に他領と境を接している村

村にたいし，つぎのような案文を示して，予

め水戸藩領では検地を施行するので，その旨

を承知しておいてほしいとの了解工作をして

おくよう関係名主に命じている。その案文を

かかげると次のようである。

以書付致啓達候，残暑之節彌御堅固二可

被成，御勤行珍重之御事二御座候，然ハ

村内田畠反別改之儀，支配所より達二相

成，追々取調方懸り候へ共，地面相接居

候儀二付，改之節ハ御左右候儀二候へ共，

兼而御承知置候様二いたし度，此段得御

意候，域上

月　日

何村庄屋

誰様

何村庄屋

誰

　このようにして検地の第1段階である村下

組の中心的作業である字付帳の作成は着々と

進行してゆくのであるが，その過程で田畠に

ついている道幅をどのように見積るかで，地

域によって，また村によって甲乙があったの

では不公平であるので，それを統一する方法

を講じなくては，という話が強まってきた。

田畠をとわず，それに通ずる農道がなければ

田畠としての用をなさぬので，農道はいわば

田畠の欠くことのできぬ附随物ということに

なる。その農道をどれだけ分認めるかという

ことは，課税地としての農地の広さの見積り

にも影響をおよぼし，ひいては農民負担の

公・不公平にもかかわる問題である。したが

ってこのような意見が出るのは当然であるが，

まだこの段階では道代をどれだけ認めるか，

またそれを測る縄（竿）を一間いくらとする

かという重大な問題がまだ決っておらないの

で，同年（天保10年）8月26日に，さしあた

り公平を期するため村下組での田畠丈量はそ

れまで用いていた公式帳簿の記載数値により，

万々一新たに丈量をしなければ数値がでない

という場合は，さしあたり一問を正6尺歩と

して組入れをしておくということに決定した。

　このようにして検地の第1段階である村下

組は順調に進行，同天保10年11月には領内村

村から字付帳が提出された。
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ユ7）　「郡庁令達」

18）　「元石川村文書」

ユ9）　元石川村「郡司家文書」

7検地の実施

水戸藩天保の検地とその意義（大石）

一内調と縄入一

　以上のようにして若干の問題を残しながら，

水戸藩検地の第1段階たる村下組の作業は順

調にすすんでいった。つぎの仕事は村側で作

成した字付帳を，今度はそれが妥当なもので

あるかどうかを藩側の役人が検査すること

一水戸藩検地第2段階の内調一，および

実際に縄入れをすること一水戸藩検地第3

．段階の縄入一，ということになり，作業は

藩側のものに移るわけである。

　これにそなえて天保10年9月21日，藩は検

地局を設けて郡奉行，勘定奉行などをその構

成委員とし，それに検地に関する一切のこと

を総務させることとした。

　っついて同月29日に32人の縄奉行を任命し，

その氏名を発表した20）。このとき縄奉行に任

命された者の役職および氏名はつぎのとおり

である。

　（1）御書院番より任命された者

　　吉村蔵吉　　　　経島伊左衛門

　　後藤安兵衛　　　津川伊平太

　　乙部吉兵衛

　《2）大御番より任命されたもの

三村甚衛門

山内多仲

芳賀庄兵衛

村田理介

岡村太左衛門

渡辺織部

西郷義衛門

桜井半三郎

く3）御進物番より任命されたもの

　国分五郎蔵　　　酒井源十郎

　田丸安之允

｛4）新御番より任命されたもの

　中山兵次郎

く5）組付より任命されたもの

　佐々源三郎　　　横山縫殿蔵
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井出弥八郎　　　土井市郎衛門

太田彦五郎　　　逸見義左衛門

永田奥之衛門　　市川竜介

覧内匠

　（6）奥御番より任命されたもの

　　城所政弥太　　　岡本平九郎

　　小野瀬鴻太郎　　谷田部雲八

　（7）小十人より任命されたもの

　　床井彦太夫　　　高久源吾

以上32名である。なお彼等全員に支度金3両

ずつと，出役中の役料として銀7枚が支給さ

れることになった。

　天保10年11月藩内村々は村下組の作業を終

え字付帳を提出したので，つづいて内調の仕

事にとりかかった。この内調は今度の検地で

は予め石高に相当の減少があることが予想さ

れていたので，そのような状況がはっきりと

出てくる極貧の村から着手した方が良いとい

う意見もあってたとえば南組の場合は上下小

坂村・笠原新田・幡谷村といった組内でも最

極貧といわれている村から内調にと堕かかり

翌11年3月の下旬には藩内全部の作業を終っ

ている。他の組の場合もほぼ事情は同様であ

ったろう。

　4・5・6月は農繁期であるので検地の作

業は一時中断，7月からいよいよ最後の縄入

れにとりかかることになった。藩がそのため

の縄奉行を任命したことは先述のところだが，

7月（天保11年）17日に検地縄入れのための

町場割を発表した。町場割とは検地縄入れの

ための村々と担当役人の組分けのようなもの

である。この町場割は状況によって若干の差

異があるが，石高にして総計約1万石，村数

は約10～20ケ村を一つのめどとして1組とし，

それに御縄奉行1～2人，御郡方2～3人，

郷役人2～3人，御竿取2～3人を配するわ

けである。いまその一部をあげてみると

　天下野組　稲木村以下10ケ村

　　　　　　石高　9211石余

　　　　　　御縄奉行　遠山忠三郎他1名



太田組

利員組

山方組

保内組

爪連村組

御郡方　2名

郷役人　3名

御竿取　3名

藤田村以下14ケ村

石高　10535石余

御縄奉行　後藤安兵衛

御郡方　2名

郷役人　3名

御竿取　3名

大里村以下10ケ村

石高　6818石余

御縄奉行　柳瀬半七郎他1名

御郡方　2名

郷役人　2名

御竿取　3名

中岡村以下15ケ村

石高　8704石余

御縄奉行　津川伊平太

御郡方　2名

郷役人　3名

御竿取　3名

門部村他15ケ村

石高　10160石

御縄奉行　山内多仲

御郡方　2名

郷役人　2名

御竿取　2名

爪連村外20ケ村

石高　9867石余

御縄奉行　城所政弥太

御郡方　2名

郷役人　3名

　　　　　　御竿取　2名

というようになる21＞。これで縄入れの準備は

完了したので，その7日後の天保11年7月24

日に，水戸西郊にある成沢村に検地関係者一

同が勢ぞろいをしていよいよ検地の最終段階

である縄入れに着手した。同年正月以来水戸

に来て検地の進行を指導督励していた藩主斉

昭は，秋雨が降り続いてぬかるみになってい

る7里の道を出先の野口村からかけつけて，

100人余の検地関係者をはげましている。こ

のことに感激した成沢村民はのち斉昭が縄入
　　　　　　　　　　きみた
を実見レた田の字名を公田と改名，また鉢机

をすえたところに松を植え，それまでは西坂

と呼んでいたその地名を千歳坂とあらためて

記念とした。

　なおこのときの検地施行チームの行軍編成：

を図示すると第1図のようになっている。先

頭に道案内の組頭が1人，そのあとに御縄奉

行，その家来・検地縄（老農又は人足がこれ

を持つ）・検地用具（細見竹・サスマタ竿・

間竿など，持人は．御縄と同じ）・立合・郷役

人・竿取・庄屋組頭ら村役人・老農（検地帳

と村絵図を風呂敷に包んでもつ）の順で列を

つくってしたがい，最後尾に人足が1人つく

という編成になっている。

　このようにして一度検地縄入れをはじめる

と，それまでの周到きわまりない準備が効を

奏して，事は万事順調にすすみ，途中何の大

きな問題もなく天保13年11月23日に作業は全

部終了し，翌24日に郡奉行よりその旨が藩庁

に報告されている22）。

　水戸藩の天保の検地は，このように村下

案内

　組頭1人

　　　　　　　（老農又は人足にもたす）

御縄奉行　家来　御縄1本

御櫛行家来編聾

第　　1　　図

（持人は御縄と同じ）

細見竹　　　立会

・サスマタ竿・

間竿

先導之旗竿　立会

御役人　竿取
　　　　　　庄屋
　　　　　　　　老農　人足1人　　　竿取
　　　　　　組頭　（御検地帳村絵図を風呂敷につつでんもつ〉

御役入　竿取

　　　　　『青社史料』食貨篇より作成
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水戸藩天保の検地とその意義（大石）

第3表　潮来領村高年次変化表

＼
i村名

年　次

’＼

堀
山
木
内
田
水
幡
地
戸
来

　
　
　
之

牛
永
茂
堀
富
清
矢
築
上
潮

島

辻

碕旺

総　　　　　計

同　上　指　数
（天保10をICOとする）

寛永18

　石
236

610

196

640

648

292

834

628

1203

933

732

1057

8009

96

元禄15 天保10

　石
236

632

197

693

741

304

830

615

1096

923

714

1⑪61

8047

97

　石
230

711

213

726

620

310

828

616

1055

1181

766

1037

8293

100

天保・3年　｝
村下組1内調1縄刈 内調所見

　石
251

682

163

642

565

287

768

552

1051

1200

790

1027

7978

94

　石
249

686

172

642

593

298

773

598

1051

1230

790

1017

8098

98

　石
256

634

196

596

688

332

841

551

932

1240

785

1024

8075

97

民力盛，打出可

村勢中以上

先高習合程度

同　上

村勢盛，打出可

村勢申以上

村勢相応

打込か

込打の見込

村勢盛

民力盛

村立相応

「新御検地御用留」（須田家文書）および中山信名「新編常陸国誌」ICよる．乾宏巳「水戸藩党争の一考察」『歴史学研究』232号より．

組・内調・縄入と入念をきわめた手順ではこ

ばれたのであるが，では実際問題として耕地

の打出しには，このような入念さがどのよう

に作用しているのであろうか。水戸藩領全体

についてはこれを知る史料を得ていないが，

県南潮来領村々についてみると第3表のよう

になっている。村によって差異があるが平均

すると検地前の天保10年の村高を100とする

と村下組で94，それが内調で98と増加し，最終

過程の縄入で97となっている。村下組は村側

でつくるのであるから三つのうちで1番低い

数値がでるのは当然のことであろう。村下組

が村側の自己査定であるとすれば内調は藩

側の予備査定である。ここでは「民力盛」と

か「打出可」とかいった所見にもとついて修

正石高が出されており，村下組より4高い98

という数宇が出ている。縄入は公式最終査定

で若干儀式的要素さえもっているが，村下組

より3高く，内調より1低い97という数値が

出ている。村側では内調によって村下組より

4も引上げられたのだから，多分に藩に対し
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て身がまえる心境になっていたろうから，こ

の内調より1低い97という数値を縄入で出し

たということは，村民のこのような気持をや

わらげて縄入の結果を村側にスムーズに納得

さす役割を果したろう。こう考えてくると検

地でいきなり藩側が竿入れをするという通常

の方法をとらなくて，村下組・内調・縄入と

いう三段階の手続をふんだことは，一見農民

の立場を充分尊重し，また検地という大事を

慎重に慎重をかさねて実行したという感をあ

たえるが，後述するように藩内セこは荒廃地が

多く，それを切っておとさざるを得ないこと

が予想されていたので，まず村側に村下組と

いって自己査定をさせたことは，逆におこり

得る石高減少を最低限にくいとめる作用をし

ており，この三段階の手続も，農民に対する
　　　　　　　　　　る　　　　　■　　り
藩側の巧妙をきわめたかけひきという側面が

あったことが判明してくるのである。

　村下組・内調および縄入を経て作成された

検地野帳は藩側で整理ののち翌春から村側に

見せて誤りがあるかないかを見せ，検地帳の



しあげの作業にとりかかった。このとぎ同時

にその実清を絵図にも書いておこうというの

で，2月（天保14年）20日に郷役人を呼び出

して田畑絵図の作成を命ずるとともに，絵図

の仕立方をつぎのように指示した。

　（1）田畑絵図は竪帳に仕立て，最初に宇の

　　目録をつくり，つぎに字毎の絵図をのせ，

　　最後に1村の全図をのせる。そのとき田

　　畑の絵図は長い田畑は長く，四角のもの

　　は四角に書き，それに検地帳の記載にも

　　とついて位畝段間数入歩名前番付を記入

　　する。

　⑭　字毎の絵図はなるたけ2枚の紙の片面

　　に見開きになって見やすいように書き，

　　大字の分でそれで収まらぬものは其二，

　　其三というように順々に書きついでゆく，

　　小字の分はできるだけ紙の片面に収まる

　　ように扱うなど，すべて見やすいように

　　工夫をして書く。

　の地目によって色分けをする。その色は

　　田は黄色。畠は白色。水（川江溝沼溜池

　　など）は藍色，道は朱色。山野は青色

　　（但し雌黄に藍を交えた色）このとき竹

　　藪はそれに竹藪と書き，立木や松並木が

　　あるときはその様子を素描する。荒地の

　　なかで開発できそうなところは薄墨色，

　　そうでないところは山野と同色にする。

　⇔　神社仏閣はその形を書きそれに鎮守何

　　明神などとその名前を書く。人家は人家

　　の形を書き付ける。稗蔵，穀留番所，川

　　番所，牢屋敷，郷蔵などは記載する。古

　　城，古館，古塚，池沼および名のある大

　　木や大石などは書きのせてそれに各々の

　　名を記しておくこと。

　以上である。このようにして調製された検

地帳と田畑絵図は各々2冊ずつ正本がつくら

れ，1冊は藩庁に，1冊は関係村々に渡され

て保存される手筈であったが，その作業にも

結構日時がかかったらしく藩側から「来る九

日の五ッ時から検地帳を渡すから各村庄屋と
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組頭1人が印形を持って出頭するよ勃こ」と

いう廻状を受取ったのは上国井村の場合で厨

年9月6日であった23）e

　さてこのように手続・作業が一切終って藩

が検地の終了したことを幕府に報告したのは

天保14年12月27日であった。これは幕府から

検地の許可を得てから4年8ケ月の後であっ

た。

　そのとき藩執政興津能登守の名で藩から幕

府に提出した検地の結果は，

　　　覚

高弐拾九万九千六百八石四斗八升二合

　内壱万五百七拾石四斗弐升壱合

　　寺社寄附地謂有之免除井用地等之類

　　　引分

　銭高弐拾八万九千三拾八石六升壱合

　　田拾五万七千百九拾弐石三斗四升九合

　　畑拾三万千八百四拾五石七斗壱升弐合

　　　田畠取箇平均弐ツ六分五厘三毛九綜

　天保五午年領知高書出之面江指引

高拾壱万八千七百八拾五石九斗七升三合減

となっている2d）。但しこのときの検地結果は

「金庫米凍25）」によると31万7086石で天保5

年よりの減高ltlO万1307石と数字のうえに若

干差異がある。検地の結果生じた減少高は正

式報告では11万8755石余（28．390％）であり．

「金庫米魔」では10万1307石余（24．213％）

となる。ともあれ全体の4分の1ほどの石高

が減少したわけである。

　しかしこの減少は全村一率になったのでは

なく大小の差異があり，もちろん状況によっ

ては減少ではなくて石高が増加した村もあるσ

いま現水戸市域村々全村の元禄15年（1702）・

天保5年（1834）および天保検地の結果であ

る天保13年の村々石高およびその変化を示す

数値を表示すると第4表のようになる。天保

13年（天保検地の結果）の数値を基準（分母）

にして，それにたいして天保5年および元禄
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第4表

旧村名

常 葉

塚
渡
渡
富
和
塚
　
野
江
丸
沢
根
熊
津
野
下
根
井
田

　
　
　
　
　
　
堀
　
　
　
　
　
　
　
ケ
葉
　
　
和

袴
圷
台
飯
見
赤
　
田
開
中
成
高
又
谷
三
木
岩
藤
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

萱場新田
見

千

富
福

ーー）

波

沢
沢

東野新田
吉　　田

古　　宿
木沢薪田
茂沢新田

米　　沢
笠原新田
小

平

坂

浜
谷
渋
細
吉

吹
須

戸

田
田
井
谷
沼

上大野村東

現在町名

旧松本・袴塚・

西原・東原町

　袴塚町

｝灘町

〃
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃

富
和
塚
　
野
江
丸

飯
見
赤
堀
田
開
中

｝成沢〃

　全隈・x

　谷津〃

｝木葉下〃

岩根〃
藤井〃
河和田〃

萱場ク
見川〃

千波〃

〃
〃
〃
〃
〃

轍
”
纂
”

｝吉沢〃

米沢〃
笠原〃
小吹〃
平須〃

酒門〃

浜田〃
谷田〃
渋井〃
細谷〃
吉沼〃
東大野〃

戸　　数
（文化4年）

戸
2
3

　
4

2
6
2
0
2
7
6
4
7
6
6

8
7
5
6
8
4
7
8
8
9
7

　
　
　
1

30

36

　8

23

92

103

137

31

98

62

6
2
4
5
5
4
2
1
0
－
創
－
6

2
1
2
8
2
2
2
3
4
4
4

　
　
　
1

48

29

36

3ユ

128

97

42

石　　　高
元禄15年（C）

　石
2254，054

328，034

981，438

833，081

ユ655，347

566，839

243，115

678，　747

838，　669

497，614

　57，476

656，425

　49，507

659，404

265，125

　93，058

294，345

876，201

971，418

1186，855

ユ58，　681

826，533

新田275，681
　　384，915

　97，429

100，910

275，681

1490，151

294，988

67，291

42，871

203，839

2ヱ0，524

238，8gg

371，947

1348，049

528，055

534，750

468，60ユ

541，　570

933，329

542，127

石　　　高
天保5年（B）

　石
3071，453

375，225

1047，597

848，771

ユ802，ユ61

741，265

368，113

793，583

1056，670

635，636

122，365

843，283

（成沢村へ合併）

石　　　高
天保13年（A）

　　　石
｝　　2355，884

（常葉村となる）

｝（鯉罷゜賭

1572，295

230，764

210，003

744，973

491，477

567，017

106，523

576，116

旦×100
A

757，441

359，821

116，618
　　　｝
346，031

1056，993

1083，810

1556，376

276∫　278

1068，606

721∫305

286，672

101，936

150，031

1733，9（）0

315，917

129，　036

87，779

221，069

2ヱ0，524

344，455

463，602

（酒門村となる）

　　1612，263
544，99ア

563，472

476，　963

627，928

987，315

550，080

460，318

219，071

257，696

551，669

793，943

1273，　324

234，166

737，415

｝磁鍵響
180，696

｝（吉田罷響

｝畝誕響
234，633

136，900

372，547

304，073

840，　671

487，624

377，13G

433，815

531，358

746，078

491，198

146。3

205．95

1ユ4．61

321．22

175．28

106．52

214．gg

112．1

114。87

146．37

164．54

164．24

179．53

191．59

136．5

122．22

U7．98

144．91

156．98

83．02

127．65

83。75

94．21

153。77

92．45

152．46

191．78

1ヱL76

149．41

109．94

118．17

132．33

111．98

！×100
A

109．6

197．0

ユ05，28

245．63

115．76

91．11

170．64

87．75

53．95

113．93

143．24

121．02

150．33

158．82

122．35

　93．2

67．76

112．08

121．49

152．56

11L16

42．55

86．87

153．77

64．12

122．32

160．35

108．29

141．79

108．0ユ

101．92

125。09

110．36

105



旧　村　名

西
野
野
川
柳

村
野
大
大
石

大
上
圷
中
原
青

現在町名

西大野町

圷大野〃

中大野〃

元石川〃

青　柳〃

戸　　数　石　　　　高
（文化4年）元禄15年（C）

　
3
0
32

43

80

137

　石
456，066

464，696

537，366

511，858

1894，691

石　　　　高
天保5年（B）

　石
450，　650

468，255

543，462

1993，000

石　　　　高
天保13年（A）

　石
404，217

381，534

495，616

575，626

1401，686

旦×100
A

111．48

122．72

109．65

142．18

！×100
A

112．82

121．79

108．42

135．17

15年の数値と比較したので，100．0より上の

数値の村はその数値の比率だけ天保検地の結

果石高が減少したことになり，逆に100．0よ

り下の数値の村はその逆で，それだけ石高が

増加したことになる。それによると検地前と

くらべて東野新田・木沢新田・茂沢新田・米

沢・小吹・中河内・上河内の各村が石高が増

加したのみで，あとはみな程度の差はあれ減

少している。

　増加した村を増加量が多い村からあげると，

①東野新田，②木沢新田・茂沢新田，③上河

内，④小吹，⑤米沢という順になり，減少し

た村々を減少量の多い村からあげると，①見

和，②田野，③圷渡・台渡，④坂戸，⑤岩根，

⑥三ケ野・木葉下，⑦赤塚，⑧又熊，⑨谷津，

⑩富沢・福沢という順になっている。増加し

た村をみると成長過程にある新田村か，また

はそれに準ずる村で，古村はみな一様に減少

しているといえる。

　いまこれを

　④　95以下（村高が増加している村）

　＠　95～105（大きな増減のない村）

　の　105～135（減少している村）

　⇔　136以上（大幅に減少している村）

の四つにわけて地図をつくってみると第5表

のようになっている。

　以上のように多年にわたって心労を重ねた

検地も一応無事完成したので，藩は翌弘化元

年（1844）正月，検地関係の功労者を広く償

してその労をねぎらっている。

20）　「水戸藩史料」別記巻19「検田　下」
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21）　「菊地家文書」天保11年「御検地村々御町

　場割帳」

22）　「水戸藩史料」別記巻19「検田　下」

23）天保14年「上国井村御配符留帳」

24）　「水戸藩史料」別記巻19「検田　下」

25）「長久保叢書」所収

8　天保検地の特徴と意義

　水戸藩の天保検地は先に実施した寛永検地

に比べると多くの相違点をもっている。その

主なものを列挙するとつぎのようになる。

1
2
3
4
5
6

検地尺の変更

田畑位付けの変更

屋敷地の免租

四壁引・農道のとりかたの統一

年貢徴収法の変更

合村分村等の実施

等々である。つぎにその細部についてみよう。

　1　検地尺の変更　水戸藩は天保検地実施

の拠処としての検地条目を天保10年4月29日

に制定発布するが，この検地条目のなかには

検地尺をどうするかは記されていない。検地

実施にあたって農民側との間にもっとも利害

が尖鎌こあらわれるのが，この検地尺の問題

であるので，ただでさえ農民一揆をおそれて

反対論の多かった天保検地については検地尺

の決定は容易でなく，この天保10年4月29日

段階ではまだ決定にいたっていなかったから

である。藩主斉昭は寛永検地同様6尺竿を使

用することを考えていたといわれるが，結局

農民一揆をおそれる郡宰たちの意見を容れて
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表5第

剛N

＼那
珂
川

至御前山、i

…1溝灘i、

　　　　毒iiiii羅

圏
睡

鰭．．

．x：　　，　　5：t：t

、

P　　　　1　」　　　’

’　j

　　『1難灘

・縫嚢

灘獲

購…1欝

　　　肇鞘

　　il萎ll灘，

獲難繕…灘漂

136以上

106～135

95～105

　95以下

顯
灘

柳青柳

羅

107

旧
市
内

艶
、
㌃

簾



第6表

古
同
　
官
同
　
盲
同

　
引
残

石
地
　
田
畑

除
分

総
免
引

天保5年より減高

天　保　5　年

　　石
418394，－

83804，－

334590，－

187176，－

231218，一

6尺竿を6尺5
寸にした場合

　　石
356471，688

71401，008

285070，680

159473，952

196997，736

61922，312

天保検地甲

　　石
299608，482

10570，421

289038，061

157192，349

131845，712

118785，973

天保検地乙

　　石
317086，一

　　？

165114，－

151972，－

101307，一

（註）　天保検地甲の数字は水戸藩より幕府に報告した数字．天保検地乙は「金庫米棄」（長久保叢書）icある数字．又天保5と天保検地乙

　とにある田畑の石高は総石高に見合う数字で天保検地甲の場合引分残高に見合う数字．

検地実施直前に6尺5寸竿というところに

おちついたわけである。したがって寛永検地

では36平方尺が1坪であったのが，天保検地

では42．25平方尺が1坪として計算されるこ

とになる。したがって同一耕地面積でも竿を

かえたことによって天保検地の耕地面積は寛

永検地の85．2％になる計算で，それが石高に

もそのまま反映するとすれば天保5年に41万

8394石あった水戸藩の総石高は検地の結果35

万6471石になる筈である。

　さて天保5年の水戸藩領総石高と寺社地な

ど免除地引高および田畑別石高および，それ

を6尺5寸竿で丈量し直したときの同様数値

および天保検地の結果でてきた数値（幕府に

正式報告した数値一甲，「金庫米庫」の数値

＝乙）を表示すると第6表のようになる。竿

がかわったことによっておこる筈の石高の減

少は6万1922石余（14．799％）であるが，検

地の結果生じた実際の減少高は，甲で11万

8755石余（28．390％）であり，乙は10万1307

石余（24．213％）となっていて，それよりは

るかに多い。したがってこの石高の減少は検

地竿を長くした結果おこったことではなく，

もう少し別の理由によっていることとなる。

　2　田畑位付の変更　検地尺の変更ととも

に，田畑位付も天保の検地は寛永検地と異な

っている。というのは寛永検地では上・中・

下・下々の4段階の位付けであったが，天保

検地では上と中との間に上下という新しい段
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階を設けて5段階とした。いまこの4段階の

位付けが5段階の位付けにどのように切替え

られたかということを世楽村に例をとって具

体的に検討してみよう。ここにかかげた第7

表は茨城郡世楽村の寛永18年（1641）の検地

帳と同村天保13年（1842）の検地帳の末尾に

あるNX寄xXの部分を表になおし，それに若干

の計算を加えたものであるes）。計算のしかた

について少し説明を加えると両者ともにNX広

さNNとは田畑の面積を示すもので畝を単位と

して記入した。そのxN広さxNのあとに（）

でくくったなかの数字は田と畑とに分け，各

各たとえば上田（上畑）が田（畑）の総面積

のうちで何パーセントを占めるかというよう

な計算をしておいた。また田（畑）の面積は

田畑合計面積のなかで何パ…セントを占める

かを〈　〉で示しておいた。

　まず世楽村の場合，寛永検地より天保検地

の方が総面積では約14％ほど増加しているが，

田は109反余から96反へと約13％ほど逆に減

少しており，それは畑面積の増加によること

を示している。つぎに田畑の位付けについて

みると田の場合は中以上の位付けに属する面

積が，寛永の検地では26．37％であったのが

天保検地では91．84％となり，畑の場合は

51．65％あったのが64．20％となっている。つ

まり天保検地での上下田という新しい位付け

の設定は領内村々の石高のおしあげの作用を

もっており，とくに田地の場合は寛永検地で
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第7表
寛永検地（寛永18年）

広 さ（・）i分米（Bt）

田
田
田
田
田

　
下
　
　
々

上
上
中
下
下

合
畑
畑
畑
畑
畑
敷

　
　
下
　
　
々

田
上
上
中
下
下
屋

合
合

　
畑

畑
田

　　セ　　　　　　　1
　72，21（　　6．59）

216，24（　19．78）

754，01（　69．04）

　48，22（　4，39）

　　　　　　1
騰響iliil

　　　　　＿1
313，10（　30．50）

289，28（　28．16）

　69，17（　6．72）

136，19（　13，25）

・・26・・81111謝

2118，16〈100．00＞

石
9，451

23，848

67，863

3，411

104，573

21，714

25，066

17，396

2，783

13，663

80，622

185，195

天保検地（天保13年）

広 さ（・）扮米（A・）

　セ
96，06（　10．14）

274，23（　28．96）

499，05（　52．74）

48，00（　　5．07）

27，26（　　2．85）

946・・21199：181

219，00（　14．92）

249，00（　16．97）

474，06（　32．31）

299，24（　20。38）

73，18（　　4．97）

151，17（　10。29）

・467・・5＊ P’81：181

2413，07〈100．00＞

　石
12，506

30，　224

44，925

3，360

1，397

92，412

21，900

19，920

28，452

11，992

1，472

15，157

98，893

191，305

A
吾×100

133．33

1
6
F
O

O
Q
U
2

1
ρ
0
戸
0

3
　
5

2

A’

藪X100

ε6．63

100．92

151．43

103．46

105．53

111．02

142．98

113．92

132．83

8
5
F
O

3
Q
ソ
Q
》

n
6
4
0

8
　
4

1

88．37

100．85

113．50

68．93

52．89

110．93

122．66

103．29

（注）　＋　このうち46セ歩百姓屋敷のうち免除．

は69．04％もあった下田が天保検地では5．07

％というように圧倒的に減らされて，それが

全部中田以上におしあげられている。つまり

寛永の4段階位付けを天保の検地で5段階位

付けに切りかえたとの実質的意義は，単に耕

地の評価規準をよりこまかくして，親切な評

価づけをしたことではなく，そのような表面

的な姿勢のうらにかくれて，田畑・なかんず

く田の位付け水準をおしあげて，租税収入を

ふやそうという狙いを露骨にもっていたとい

うことになろう。

　以上のように田畑位付けだけから見れば，

天保の検地の結果は水戸藩領の石高は増加す

るはずとなる。少なくとも検地竿を5尺から

5尺5寸にしてことからくる損失（減少）を

補って余があった筈ということになろう。し

たがって天保検地の結果生じた水戸藩の石高

の減少には特に注意をはらう必要があるとい

うことになる。

　3　屋敷地の免租　天保検地での屋敷地の

扱いについては検地条目では最終段階のもの
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で9ケ条からなっている。その内容は今度の

検地では，特別の恩恵をもって屋敷地の年貢

諸役を一定範囲内で免除するというので詳細

は関係ケ条（前提検地条目で（53）条～（61）条

まで）そのものを見てもらいたいが，その要

点を記すと大体っぎのようになる。④領内

を居屋敷2畝歩免租地帯と，1割免租地帯の

2地域に分ける（百姓居屋敷のうち1軒につ

き2畝歩一60坪を限り，また2畝歩以下の場

合はその広さの範囲で年貢諸役を免除する）。

⑭2畝歩免租地帯は農村部で1割免租地帯

は市竹浜方・宿並とする。の居屋敷を認

定するには百姓の家をよくみて，家作に応じ

た範囲を居屋敷とし，それ以外のところは畠

地にすべきである。⇔屋敷地の外に隠居屋

とか蔵・物置などを建てている場合は，その

地面は畑地とすべきである。㈱畠の中など

に小屋懸けのような家作をつくり，老人が1

人住まいをして口過のために小商などをして

いる地面は畠地とすべきである，等である。一

定限度内で屋敷地の免租を決めたものの，何



を居屋敷地に認定するかについてはこのNN検

地条目xXの段階ではかなり制限的なきびしい

線を出している。しかし検地の実施過程に入

って，その基礎台帳となるxN字付帳NXのつく

りかたを示したところで，この居屋敷認定に

ついての制限的条件は大幅に改められ，かつ

具体的になっている。いまその要点をあげる

と，④寛永検地以来の屋敷地は，家を取払

って畑にしているもの以外は全部そのまま屋

敷地とするが，そうでない土地でも現在家作

があって百姓の住んでいる土地は全部屋敷地

とする。⑭居敷地でなくて蔵や物置を建て

ている地面も屋敷地として扱う，ということ

になる。NX検地条目NXでの制限条項はほぼ撤

回されている。このことは当然のことである

が現実に即して土地関係を再整理するという

天保検地の大原則が，屋敷地の認定を少しで

もきびしくして屋敷地免租の効果をできるだ

け小さいものにくいとめようとする領主的発

想をうちくだいた結果であろう。あるいはま

た屋敷地免租といえば大変な大英断にもとつ

く領主側の大幅な譲歩にきこえるが，実際に

はその量は微々たるもので，現実に家作の立

っている土地を畑地という認定をすることに

よっておこるズレを犯してまで強行するほど

のことではない，ということを藩当局が認識

するにいたった結果の措置であるといえよう。

　たしかに「格別の儀をもって」実施したと

藩が自慢する屋敷地の免租も，実際にはとり

たてて言うほどのものではない。前記茨城郡

世楽村では寛永検地では1町3反6畝19歩あ

った屋敷地が天保検地の結果1町5反1畝17

歩というように約11％増加しており，このな

かで規定にしたがって免租地となった屋敷地

は4反6畝歩と天保の屋敷地の30．46％，全

耕地の1．90％ということになる。つまり天保

検地によって藩側が「格別の儀」としてうち

出した屋敷地の免租も，村全体の課租地から

みれば2％弱にすぎぬものとなる。ないより

はましなアクセサリーというほどのものであ

第8表

茨　城　郡　世　楽　村

屋敷規模隊 保障 永

　1畝以下

1～2畝まで

2tV　3

3～4
4N5
5～6
6N7
7～8
8～9
9～10

10～11

11～12

12～13

13～14

14～15

15～16

16～17

17～18

18～19

19以上

屋敷持
全百姓

ら
0
ρ
り
2
1
∩
6
ワ
U
－

1
1
1
11

23｝

Q3

2

1

1

1

－
占
ワ
一

2

1

1
3
一
2
6
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ろう。

　しかし村の内部に立入ってみると天保検地

の居屋敷の扱いには意味がなかったとはいえ

ない。いま寛永検地と天保検地とで百姓の屋

敷地がどのようにあったかを表示してみると

第8表のようになるav）。まず④寛永検地で

は総百姓のなかで居屋敷地（検地帳上の地目）

をもったものが全体の50％であったのが，天

保検地の結果では100％となっている。これ

は現実に家の建っている土地をそれまでの地

目如何にかかわらず屋敷地として認定しよう

という天保検地の屋敷認定方針（この方針は

NX汳n条目NNの段階ではまだみられなくて，
xN囎t帳仕立振xNの段階ではじめてうち出さ

れてくる）の結果といえよう。（U）つぎに屋

敷地の規模をみると天保検地では全部が2畝
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以上（2畝までが免租）であるが，主として

8畝までに集中しており，比較的面積差が目

立たないが，寛永検地では2畝（60坪）以下

の零細屋敷地がある反面1反歩をこす者も多

く，一番大きいものに至っては3反2畝とい

うものもあって格差が大である。このように

寛永検地で大きな屋敷地が，天保検地で比較

的平均化されるのは，家作をよく見て，それ

に見合う程度の屋敷地を認め，それ以外は畑

地にするという天保検地での方針が実施され

た結果であろう。

　4　四壁引，農道のとりかたの統一　近世

の百姓屋はその周辺四囲に砂塵除け，潮風除

け，火除け，盗人除けなど多目的の林を仕立

てておくのが一般であった。とくに関東地方

などその習慣が目立つが，これらは検地のと

き除地とされてきた。これを四壁引というが，

その引方に甲乙があって必ずしも公平とはい

い難いところがあった。水戸藩天保検地では

その公平を期するため四壁引のルールをつく

って，全藩領について四壁引に甲乙の差がな

いようにした。また農道のとりかたにも同様

の問題があったが，それも4郡の検地担当者

が話し合って不公平が出ないよう努力したこ

とは先述のとおりである。NN経界を正す、こ

とを第一目標にうたいあげた水戸藩の天保検

地で，このように耕地の増減にはあまり関係

はないが，農民相互間の不均衡を正す目的で

四壁引・農道が検討されたのは当然のことと

いえよう。

　以上水戸藩の天保検地で土地の大小にかか

わる問題を検討してみたが，そのことのなか

から約25％にもおよぶ石高の減少の原因は出

てこない。たしかに検地竿を6尺から6尺5

寸にし，また寛永検地ではなかった屋敷地の

免租（1戸2畝以内）の実行などは藩が天保

検地を農民の立場にも立って寛容の精神でお

こなったことの証拠として宣伝されるが，実

際にはどちらもたいした石高減少要因とはな

らないことは先述のとおりである。また四壁
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引・農道の問題は不公平の是正にはなっても

石高の増減要因にはならず（四壁引の問題ば

むしろ石高増加要因になる），また藩側が実

際には検地の結果が石高減になることを少し

でも防こうと努力し，また逆に実質上の年貢

増収を狙っていたことは屋敷地の免租および

田畑位付けの変更のところでみてきたとおり

である。

　では天保検地の結果生じた25％にもおよぶ

石高減少は何から生じたのであろうか。それ

は耕地という名目にはなっているが，現実に

は耕地として作用していない（またこれから

先も耕地として利用する見込がない）荒廃地

を切ってすてたからである。

　元石川村に若干の断続はあるが正保元年

（1644）から幕末期までの年貢関係の判明す

る史料がある。いまそれをグラフに示すと第

9表のようになるが，光囲が領主となった寛

文元年から田畑の免率は上昇をつづけ，その

治世時代が全江戸時代を通じて最高年貢率時

代となっており，元禄3年（1690）の隠居を

境として段々と年貢率は減少している。この

ような年貢収納の強化とうらはらの関係にあ・

ると考えられるが，第10表で示したように水

戸藩（この表は藩領全体についてのもの）の

耕地の荒廃は光囲治下で急速にすすみ，光囲

の治世の終りころには荒廃地が2～3万石は

常態ということになり，やがて藩始まって以

来最高の6万1000石という荒廃地をかかえて

彼は退陣している。光囲のあとをうけた第三
　　　つなえだ
代藩主綱條は松波勘十郎を登用するなどして，、／t

「宝永の新法」と呼ばれるずいぶん思い切っ

た改革政治を行なうが，事態は必ずしも改善

されないままにすすみ，これらの荒地は永久

化して天保までもちこされるわけである。荒

地のなかにはその年限りの荒地，ある年をか

せば回復できる耕地および回復の見込みの

ない耕地の三つあるが，天保の検地ではこの

なかの回復不能な耕地を切っておとしたわけ

で，25％にも及ぶ石高減少は農民を援けた結
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第10表

・

年　代

万治元年

〃2〃

〃3〃
寛文元〃

〃2〃

〃3〃

〃4〃

〃5〃

〃6〃

〃7〃

〃8〃

〃9〃
〃10〃

〃11〃

〃12〃

延宝元〃

〃2〃

〃3〃

〃4〃

〃5〃

〃6〃
〃7〃

〃8〃

附　荒
　石
4535，440

6553，873

5152，418

32042，449

8711，451

5152，418

5688，864

5587，006

26077，080

9745，532

7683，991

7475，126

28888，175

8783，278

6813，517

33619，950

田　畑
平均取

0．48777

0．48428

0．47808

0．42900

0．47234

0．47808

0．47979

0．48167

0．42240

0．46996

0。48379

0，48156

0．41391

0．46660

0．46637

0．38180

光闘が藩主
となる．

険飼附荒
天和元年

〃2〃
〃3〃

貞享元〃

〃2〃

〃3〃
〃4〃

元禄元〃

；劉
　　　　E
〃4〃1
〃5〃l

　　　　i
”6”i
〃7州
”8”1

；翻
“、、“1

〃12〃

〃13〃I
　　　　i”14” P
〃15〃

〃16〃

　　石
26150，111

33143，400

24921，549

37304，659

34927，720

47871，656

61106，260

31561，878

45942，873

43373，744

25445，669

27626，499

36578，307

22888，760

56633，299

23618，613

田　畑
平均取

0．38378

0．39471

0．46860

0．38822

0．39360

0．37374

0．36162

0．39020

0．37024

0。36767

0．33319

0．38153

0。35245

0．37998

0．34311

0．38837

光閨退陣す
る．
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第10表（続）

年代陣荒際均矧
　　　　　　　　石

1睡代i附 荒隈均袈

宝永元年

〃　2〃

〃　3〃

〃　4〃

〃　5〃

ク　6〃

27057，926

30482，698

24992，733

0．40257

0．40293

0．40280
松並勘十郎
失脚する．

宝永7年

正徳元〃

〃　2〃

〃　3〃

〃　4〃

〃　5〃

　　石
20706，140

8529，876

7688，209

0．41122

　0．42754

㌦26、8

r古今税務要覧j近世地方経済史料巻1より作成．

果おこったことではなく，実際はもともと耕

地でなかったものを切っておとしたにすぎな

いのである。

　第11表（後出）でみられるように元石川村

は天保検地の結果548．336石あった村高が

520．729石と27．607石だけ減少するが，この

減少する石高は天保13年までの5年間の平均

引高から検地後もなお残った引高16．259石を

引き去ったものにほぼ見合うが，このことは

元石川村の荒地のなかから回復不能と思われ

るものを切ってすて，なお回復可能と見られ

るものを残した結果548，336石あった村高が，

113

検地の結果520．729石となったことを示して

いる。

　5　年貢徴収法の変更　水戸藩天保検地に

ついて『水戸藩史料別記』には「検地の費用

を内幣より出してこれを衆民に課せず，或い

は問竿六尺一分の規制なるも，土地の清薄と

人民の貧困を察して六尺五寸に延長したるが

如き，一に休養仁憧を旨としたる事業なれば，

成功の上には石高において拾壱万入千七百八

拾五万余を減じたり，しかれども其の租入は

わずかに，壱千両を減じるに過ぎざりき，是

れ膏膜の隠田より正当の租税を徴したると，



時価に準じて畑税すなわち代方の率を改めた

るに由れり」と記している。しかし石高の大

量の減少はここで言うように農民の「休養仁

憧を旨とした」藩当局の譲歩の結果ではなく，

耕地として利用できる見込みのない大量の荒

廃地のきりおとしの結果である。それにもか

かわらず，実質の租税収人にほとんど変化が

なかったのは検地と同時に実施した年貢徴収

法の変更があったからである。ではどのよう

な変更があったのであろうか。大ざっぱに分

けると，　④田畑租は従来検見取法によって

いたのを定免法に切り替えたこと，＠雑租

のとりかたを替えたこと，の二つである。

　まず④の田畑租のとりかたからみよう。津

田村の天保12年と同15年の「年貢免状」をか

かげてみるとつぎのようになる28）。天保13年

と同14年がもっとも適切だが，それをしなか

ったのは両年には「年貢免状」がなかったか

らである。

　（1）天保十二年

　　津田村丑御年貢可納取附之事

　　百石四斗七升弐合　　　　　申B寅迄七ケ年
　内　　　　　　　　　　　　　　肪夫金半分御免

　　弐百五拾九石六斗弐升弐合　右同断肪夫金丸
　　　　　　　　　　　　　　御免

高七百拾弐石弐升壱合　　　　　田畑屋敷

　　拾石三升四合　　　田方永引

　　壱斗弐升六合　　　畠方永引

　　五拾五石八升八合　田方丑付荒　本郷分

　　弐拾三石壱升三合　田方右同断　かへ免分

継八石弐斗六内思搬烈三

　残　六百弐拾三石七斗六升

　本郷分

　　　田弐百弐拾六石五升弐合　　三つ三分

　　　　　　　　　　　　米二而可納

　同分内申始寅迄七ケ年定免

　　　田九石八斗九升壱合　　　　壱つ九分

　　　　　　　　　　　　右同断

　同分内悪所分右同断
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　　　田弐拾四石三斗六升三合　　壱つ四分

　　　　　　　　　　　　　右同断

　　同分内手余分右同断

　　　田拾八石四斗七升壱合　　　壱つ取

　　　　　　　　　　　　　右同断

　　かへ免分

　　　田弐拾壱石五斗弐升五合　　壱つ八分

　　　　　　　　　　　　　右同断

　　同分内悪所分申汐寅迄七ケ年定免

　　　田拾壱石六斗九升　　　　　九分取

　　　　　　　　　　　　　右同断

　　同分内手余分右同断

　　　田弐拾四石壱斗壱升四合　　六分取

　　　　　　　　　　　　　右同断

　　同分内荒地分右同断

　　　田弐拾七石八斗八升四合　　三分取

　　　　　　　　　　　　右同断

　　　　　三拾八石弐斗七升　申B寅迄七ケ年雑
　　　　内　　　　　　　　　石半分御免

　　　　　六拾三石七斗三升　右同断雑石丸御免

　　　畠弐百五拾九石七斗七升　　弐つ九分

　　　　　　　　　弐石五斗代金二而可納

一畠方百石二付取金之内二而可納雑穀n直段

　　之事

　　　一大豆　五石　　納升　但金壱両二壱

　　　　　　　　　　　　　　石五斗弐升

　　　一稗　三石　同升但金壱両二五

　　　　　　　　　　　　　　石弐斗四升

　　　一荏　　壱石弐斗同升　但金壱両二壱

　　　　　　　　　　　　　　石壱斗六升

　　　　右之外新田

　　　　　　　　　　　　　　　　田畠

　　　　　　　　　　　　　　　　田方永引

　　　　　　　　　　　　　　　　畠方永引

＆　四百三拾九石九斗九升五合

　　　壱石四斗弐升六合

　　　壱斗弐升壱合

　　　　〆　壱石五斗四升七合

残　四百三拾八石四斗四升八合

申汐寅迄七ケ年定免

　　田拾石八斗九升九合 壱つ三分

　　　　　　　　　　　米二而可納

新田分

　畠九石五斗壱升弐合　　　　弐つ取

　　　　　　　弐石五斗代金二而可納
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　　　　　　　　　　　　（定）

　　　荒地分申6寅迄七ケ年上免　五分取

　　　畠四百拾八石三升七合

　　　　　　　　　　　右同断

一．升目之儀者可為如前ヒ事

右割附之通霜月中屹と皆済可仕者也

　　　天保十二年丑十月　　　金子孫二郎㊥

　　　　　　　　　　　　　　右村

　　　　　　　　　　　　　　　庄屋

　　　　　　　　　　　　　　　組頭

　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

　②　天保十五年

　　津田村辰御年貢可納取附之事

高六百拾六石三斗壱合　　田畠屋敷

　畠拾三石壱斗四升三合　百姓屋敷之内免除

　　　　　　　　　　　地

　畠九升六合　　　　　　郷蔵地

　田壱石七斗三升三合　　辰付荒　いノ組分

　　　　　　　　　皆冷立

　田六拾三石九斗八升二合　右同断　ろノ組

　　分合　　　　　皆冷立

　田四拾壱石四斗四升五合　右同断　はノ組

　　分合　　　　　皆冷立

　　〆百二拾石三斗九升九合

　　　　　　　　　　田百七石壱斗六升
　　　　　　　　　内
　　　　　　　　　　畠拾三石弐斗三升九合

残　四百九拾五石九斗弐合

　いノ組分

　　　田四拾七石四斗三升弐合　　弐つ九分

　　　　　　　　　　　米二而可納

　ろノ組分

　田弐百拾石壱斗六升弐合

　　　　　　　　　　右同断

はノ組分

　田拾八石壱斗壱升壱合

　　　　　　　　　　右同断

にノ組分

　田四石三斗三升三合

　　　　　　　　　　右同断

弐つ四分

壱つ取

八分取
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　いノ組分

　　　畠百七拾五石四升三合　　　壱つ六分

　　　　　　　　　壱石弐斗五升代金二而可納

　ろノ組分

　　　畠四拾石八斗八升壱合　　　壱つ五分

　　　　　　　　　　　右同断

一畠高百石二付　稗　三石可納

一高百石二付夫金弐両　縄三拾房

　　田高百石二付藁百弐拾束可納

一升目之儀ハ可為如前1事

右割付之通霜月中屹と皆済可仕もの也

　　　天保十五年辰十月　　金子孫二郎㊥

　　　　　　　　　　　　　　右之村

　　　　　　　　　　　　　　　庄屋

　　　　　　　　　　　　　　　組頭

　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

　まず天保12年の「年貢免状」であるが，高

712石2升1合のなかから合計88石2斗6升

1合（12．39％）の諸引を引去ったあとの623

石7斗6升に年貢がかかるのであるが，田の

場合226石5升2合が三つ三分（3割3分）

の年貢，9石8斗9升1合が一つ九分（1割

9分）の年貢，14石3斗6升3合が一つ四分

（1割4分），18石4斗7升1合が一つ（1割），

21石5斗2升5合が一つ八分（1割8分），11

石6斗9升が九分，24石1斗1升4合が六分，

27石8斗8升4合が三分というように八つに

わかれてその各々に三つ三分一・　33％から3分

一3％にいたる免率（年貢率）が割りかけら

れている。検見によって（一部定免が採用さ

れているが），たかだか363石9斗9升の田が

その年の出来具合やら，その耕地の諸条件に

よって八つにも細かくわけられ，それに各々

の免率を樹けて年貢量を決めるという手数の

こんだ年貢微収方法がとられている。しかし

このような年貢徴収方法の複雑さは水戸藩政

最初からのものではなく，それ自体が歴史の

所産である。

　いま元石川村の場合についてみると，同村
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では正保4年（1647）から嘉永元年（1848）

までの「年貢免状」をみることができるが29），

同村の正保4年から天保15年（天保検地にも

とついて「年貢免状」がつくられたのは天保

14年から）まで㊧村高・諸引・田畑の免率を

表にすると第11表のようになる（紙数の関係
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で途中を省略している）。表について説明を

加えると，田畑免率のところで，たとえば正

保4年の分が田免率で0．4となっているのは，

田全部を一一一一一本にして40％の免率だということ

を意味し，元禄7年が0．47，0．27となってい

るのは田が状況に応じて二つの部分にわけら



水戸藩天保の検地とその意義（大石）

れ，各々47％と27％の免率だということを意

味する。したがって文化元年（1804）の場合

は田が11部分に，畑が8部分にわけられて各

各の免率が適用されていることを示す。

　田の場合はじめのうちは1村の田が全部1

つの免率で処理されていたが，これが二つに

なったのは光囲時代の高率収奪で荒廃した水

戸藩の財政と農村とを，つぎの綱條がいわゆ

る「宝永の改革」と総称される改革政治によっ

て建直そうと努力をはじめた元禄7年（1694）

からである。この年から今まで1本だった免

率の田を2部分に分けて，免率四ツ七分（4

割7分）の田とニツ七分（2割7分）の田と

にしたのは，このようなきめこまかい処置に

よって，荒廃が進行して生産力格差のついた

田から，現実に即した貢租を取ろうとしたこ

とのあらわれであろう。そのようなことが進

んで元文5年（1740）には5区分，明和2年

（1765）には6区分，寛政9年（1797）には

11区分，享和3年（1803）には15区分，文化

元年（1804）には再び11区分になって以下は

第11表にみられるようになるのである。荒廃

が進行したまま根本的なところでは改革がお

こなわれないまま，より現実に即応したその

場しのぎの，しかしきめこまかい対応がなさ

れた結果である。このため文化・文政から天

保段階の水戸藩の年貢収納事務は甚だ煩項に

なっていたにちがいない。

　さて天保検地後の水戸藩の年貢免状は，そ

れ以前のものと形式が全くかわってくる。前

掲の天保15年の津田村の「年貢免状」にみら

れるように，田畑をNNいNX　NNろxX　NXはxN層こNN

という四段階に分けて，　「いノ田」はニツ九

分，「ろノ田」はニツ四分，「はノ田」は一ツ，

「にノ田」は八分，「いノ畠」は一ツ六分，

「ろノ畠」e＃　一一ツ五分というように免率を決

めて定免法で年貢をとっている。

　このように耕地を各村ごと「い」「ろ」「は」

の3等級に分け（村によってはこれに「別」

と「に」が加わる），定免で年貢を取りたて

119

るようにしたことが天保検地に伴う年貢のと

りかたの変化の第一である。これによって水

戸藩の年貢徴収事務は著しく簡素化され，か

つ現実に即したものになったであろう。この

ことがおそらく藩側にとって天保検地で得ら

れたメリットの最大なものであったろう。

　さてこの「い」「ろ」「は」の等級区分であ

るが，この等級区分に固有な年貢免率がある

わけではない。その村その村の実情に応じて，

何村の「い」はニツ四分というように村によ

って異なるのである。いま県南村々の田畑の

区割と免率を表示すると第12表のようにな

る3c）。32というのは三つ二分（3割2分の免

率）という意味である。県南の肥沃な地帯の

村々だけに全体的に免率は高い。なお宍倉村

の「別」が40であるのに延方村の「い」が54

であるというように，この区分は藩全体の規

準を示す数字ではなくて村内の土地の相対的

規準である。

　つぎtlc（U）の雑税のとりかたの変更について

みよう。斉昭は文政12年（1829）10月17日藩

主に就任した翌日「弊風革新」の施政方針を

示すが，そのなかで松波勘十郎以来おこなわ

れていた櫛歓の政を改めることをうたい，そ

の第一として三雑石切返しの制をあげてい
る31）。

　〔註〕三雑石切返しの制は松波勘十郎の始めた

　　ことではなく，元石川村の年貢免状にはすで

　　に慶安元年（1648）からみえているように32），

　　非常に古くからあったものであり，また彼の

　　時から農民側にとくに不利になってそれが横

　　敏の基となった事実もない。先述したように

　　水戸藩農村の荒廃の原因となった年貢免率の

　　引上げも光囲時代におこなわれ，その傷あと

　　が癒せぬまま悪化するので，それを松波勘十

　　郎に負わせるのは誤りである。

　このような公約もあったので，三雑石のう

ち，とくに評判の悪かった大豆・荏について

これを廃止した。また浮役のうち鳥運上・漆

束役・油薪代を免除し，また諸掛り銭のうち
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621 13．4〔平　均〕 43．5　　　　37．51　　　　28．58　　　　17．80　　1　16．27　　　　　31．5

とくに石高の減少を補う役目を果したものに

「畠方二石五斗代」の改正がある。前出天保

12年の津田村の「年貢割付」の末尾の方に

　畠九石五斗壱升弐合　　　　　　弐つ取

　　　　　　弐石五斗代金二而可納

江戸米掛り・江戸大豆掛り・給人籾掛り・御

城米納掛り・炭付藍萱駄賃掛り・梯渋竹草箒

掛り・御物成井年賦返納稗敷菰掛りを廃止し

た。これらは今まで農民が負担していたもの

が免除された部分だが負担増加の部分もある。
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畠四百拾八石三升七合

　　　　　　　　右同断

水戸藩天保の検地とその意義（大石）

五分取

とある。この部分がそれにあたるので2石5

斗を金1両と金に換算して金納していたのを，

この換算規準は現状にあわぬからというので

1石2斗5升を金1両にあらためたのである。

それまで100石分で40両納めていた畑租は．こ

の措置で80両と丁度倍になったわけである。

つぎに畑租ほどの作用はないが，それまでは

賦課されない村々もあったのに，それでは不

公平だというので領内全村に高100石につき

夫金2両，縄30房と，田高百石につき藁120束

を賦課することにした。但しこの高というの

は村高ではなく諸引を引き残ったあとの高で

ある。なおここに「年貢免状」をかかげた津

田村も，先記の元石川村もともにそれまでは

夫金・縄・藁を出していないので，不均衡を

是正するという美名のもとに新たな負担を強

いられた村々は意外に多かったのではなかろ

うか。

　ともあれ不均衡の是正，その結果としての

負担の公正化と年貢引上げおよび年貢徴収事

務の簡素化とが水戸藩天保検地の施行目的の

なかに潜んでいたことが，ここでも推測でき

るのである。

　従来は四壁引や農道のとりかたが不統一で

あったのを全藩同一のルールで処理するよう

になったこと，また夫金・縄・藁などの賦課

も，それを出す村と出さない村があったのも，

一律に規準にもとついて出すようになったな

ど，この検地では不均衡の是正に力をいれて

いるが，そもそも富農が隠田や実質の地力に

たいして評価（石付け）の著しく低い土地を

大量にもち，小農がその逆であるという状況

からくる不公正を正すというのが検地施行論

者の主張の重要な論点の一つであった。この

点は検地の結果どのようになったのであろう

か。

　県南の豪農で天保13年段階で130石余の大

地主であり，藩初以来牛堀・永山両村の兼帯

第13表　須田家持高変化表（牛堀・永山村分）

牛堀村分

永山村分

谷新田分

湖新田分

先高A
（天保10年）

当　　高
（天保13年）

石斗升合
22608
57281
4995
7750

石斗升合
25571
65042
14542
26383

増分B

石斗升合
2963
7761
9547
18633

旦×100

A
　％
13

14

191

240
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計1　・・　6341・・5381389・4142

「天保十三年八月須田氏持高畠・寄帳」（須田家文書）による．

乾宏巳「水戸藩党争の一考察」「歴史学研究」232号．

庄屋をつとめ，また天保以降は潮来領大山守

となり，また検地時は郷役人に任ぜられた須

田家の持高を比較する表をかかげると第13表

のようになる33）。天保10年の持高と天保検地

の結果の持高を比較すると牛堀・永山分で約

42％の増加となっている。同家は天保11・12

年の間に少なくとも5反6畝5歩と1．231石

の土地を新たに集積しているので，42％とい

う数字は若干修正する必要があるが，ともか

く天保検地の結果，それ以前よりかなりの持

高が（実際は持高評価が）あがったのは事実

であろう。

　また水戸市域の元石川村の名主郡司家の場

合を見ると，天保検地の直前には11・733石で

あった持高が，検地の結果12．818石となって

いる。9．24％の増加である。

　藩全体の石高は洗記のように約25％検地の

結果減少しているなかにあって，須田家・郡

司家のような村落指導者層の持高は逆に増加

しているのであるから，たしかに村落の指導

的立場にある豪農層は，実質持高より公式持

高が少ないというそれまでの農政論者の主張

は正しく，それを正すという天保検地の主要

眼目の一つは満たされたというべきであろう。

　検地の結果「貧農は悦び富農は嘆いた34）」

という水戸藩天保検地にたいする公式評価は，

貧農が悦んだかどうかは疑問を残すとして，

富豪にある程度の打撃をあたえたことは事実

であろう。



26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

33）

世楽村「八文字家文書」

同前，寛永・天保両検地帳

勝田市「軍司家文書」

元石川村「郡司家文書」

世楽村「八文字家文書」

「水戸藩史料」別記巻7「弊風の革新」

元石川村「郡司家文書」

乾宏巳「水戸藩党争の一考察」（『歴史学研

　究」232号）

34）　「水戸藩史料」別記巻19

　この論文は『水戸市史』編さんに関連してお

こなった収集史料によるところ多大である。末

尾ながら史料所蔵の方々および水戸市史編さん

室の関係各位に感謝の意を表したい。
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